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広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱 

 

（趣  旨） 

第１条 県は、農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林水産業の振興を図るため、市町その他知事が

適当と認める団体等（以下「市町等」という。）に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、

その交付に関しては、広島県補助金等交付規則（昭和４８年広島県規則第９１号。以下｢規則｣という。）に規定

するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助金の交付対象等） 

第２条  前条の補助金等（以下「補助金等」という。）の交付対象となる事業、経費、補助率等は、別表１又は別

表２に掲げるとおりとする。 

（交付の申請） 

第３条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号のとおりとし、その提出部数

は１部とする。 

２ 市町等は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等

相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

がある場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分に

ついては、この限りでない。 

３ 規則第３条第１項各号に掲げる様式は、別記様式第２号から別記様式第４号までのとおりとする。 

  ４ 規則第３条第２項の規定により添付を要しない書類は、市町が補助金交付申請者である場合における収支予算

書とする。 

  ５ 市町等は、補助金の交付を概算払の方法により受けたい場合は、その旨を補助金交付申請書に記載しなければ

ならない。 

（交付の条件） 

第４条 規則第５条第１項及び第３項の規定により附する条件は、次のとおりとする。 

(1) 別表１の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとする場合においては、知事の承認を受けること。 

(2) 別表に掲げる事業について同時に２事業以上の補助金を交付した場合において、当該事業相互間の補助金の

流用をしてはならないこと。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に

報告して、その指示を受けること｡ 

(5) 補助金の執行残が生ずるおそれのある場合には、速やかに知事に申し出ること。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第１０条第２項の規定による処分の制限期間を経過し

ていないものについては、別記様式第６号による取得財産調書及びその関係書類を整備保管すること。 

(7)  補助事業者（地方公共団体を除く）は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、

一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当で

ある場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 

(8)  補助事業者（地方公共団体を除く）は、(7)により契約をしようとするときは、当該契約に係る一般の競争、

指名競争、又は随意契約（以下「競争入札等」という）に参加しようとする者（取得価格又は効用の増加価格

が単価50万円（税抜）以上の契約の相手方に限る）に対し、別記様式12号による指名停止等に関する申立書

の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。 



２  市町等は、前項第１号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、別記様式第５号による承認申請書に

次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、市町が補助事業者である場合には収支予算書の添

付を要しないものとする。 

(1) 事業変更計画書（別記様式第２号） 

(2) 収支予算書（別記様式第３号） 

(3) 交付申請書に添付した書類で、変更のあるもの 

３  市町等は、地方公共団体以外の間接補助事業者に補助金を交付するときは、間接補助事業者に対し、第一項の

規定に準ずる条件を付さなければならない。 

 （交付決定前の着手（着工）） 

第４条の２ 対象事業の着手(着工)は、原則として、県からの交付決定通知を受けて行うものとするが、当該年度

において、やむを得ない事情により、交付決定前に着手(着工)する必要がある場合には、その理由を具体的に明

記した交付決定前着手(着工)届を提出しなければならない。  

（申請の取下げ） 

第５条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規則第６条の通知を受理した日

から起算して３０日以内とする。 

（事業遂行状況の報告） 

第６条 規則第１０条の規定による報告は、特に知事が報告を求めた場合を除き要しないものとする。 

（実績報告） 

第７条 規則第１２条の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第７号のとおりとしその提出期限は、

当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日、又

は補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日とする。 

２ 規則第１２条の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。ただし、

市町が補助事業者である場合にあっては、収支精算書の添付を要しないものとする。 

(1)  事業実績書（別記様式第２号） 

(2)  収支精算書（別記様式第３号） 

(3)  工事の施行にあっては、その精算設計書（別記様式第４号） 

(4)  第１０条第１項に規定する機械及び器具がある場合にあっては、その取得財産調書（別記様式第６号） 

(5)  規則第１６条の規定により概算払を受けた場合にあっては、概算払精算書（別記様式第８号） 

３ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした市町等は、前項の実績報告書を提出するに当たって第３条第２

項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場

合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした市町等は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税

及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前

項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第９号に

より速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

（補助金の概算払請求) 

第８条 規則第１６条第２項の規定による補助金概算払請求書の様式は別記様式第１０号のとおりとする。  

２ 補助金交付の指令書に、補助金概算払請求書の提出を要しない旨記載されている場合は、補助金交付申請者は

規則第１６条第２項本文の規定のよる補助金概算払請求書の提出を要しない。 

（帳簿等の保存期間） 

第９条 規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から

起算して５年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。 

（財産の処分制限） 

第１０条 規則第２２条第２号の規定による財産は、この要綱に基づく補助事業により取得した価格又は効用の増



加価格が１件５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第２２条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数に関する大蔵省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間、同省令に定めのない財産については農林畜水産業関係補助金等

交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）に定める期間とする。 

（補助金等の交付手続の特例） 

第１１条 規則第２４条の規定により、次に掲げる事業については、規則第３条の規定による補助金等の交付の申

請及び規則第１２条の規定による実績報告の手続を併合することができる。 

(1) 別表１に掲げる森林経営管理推進事業費補助金のうち、森林集約化事業に係るもの（以下「森林集約化事

業」という。） 

(2) 別表２に掲げる事業に係る補助金（以下「利子補給補助金等」という。） 

２ 前項の規定による手続の併合（以下「併合手続」という。）を行った場合における規則第３条第１項第１号及び

第２号に規定する書類は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

 (1) 森林集約化事業 事業実績書（別記様式第２号（その12））及び収支精算書 

(2) 利子補給補助金等 事業実績書（別記様式第１１号） 

３ 併合手続を行った場合における利子補給補助金等に係る規則第７条第１項の規定による申請の取下げをする

ことができる期間は、第５条の規定にかかわらず、規則第６条の通知を受領した日から起算して１０日以内とす

る。 

４ 併合手続を行った場合において、第４条、第６条から第８条まで及び第１０条の規定は適用しない。 



   附    則 

 （施行期日等） 

１  この要綱は、昭和５７年７月１日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

 （農業協同組合中央会事業費補助金交付要綱等の廃止） 

２  次の要綱は、廃止する｡ 

  (1)  農業協同組合中央会事業費補助金交付要綱（昭和４９年２月２５日制定） 

  (2)  農業協同組合合併助成補助金等交付要綱（昭和４９年３月１９日制定） 

  (3)  農業共済組合連合会活動促進費補助金交付要綱（昭和４９年３月１５日制定） 

  (4)  家畜共済健全化対策事業補助金交付要綱（昭和４９年３月１５日制定） 

  (5)  水田転作団地化推進事業補助金交付要綱（昭和５６年８月３１日制定） 

  (6)  広島県漁船保険事業補助金交付要綱（昭和４９年３月１日制定） 

  (7)  広島県漁業共済事業費補助金交付要綱（昭和５０年５月１２日制定） 

  (8)  広島県漁業共済赤潮特約事業費補助金交付要綱（昭和４９年１１月６日制定） 

  (9)  野菜価格安定対策事業補助金交付要綱（昭和４９年１０月１７日制定） 

 (10)  学校給食用牛乳供給事業特別補助金交付要綱（昭和５０年２月１５日制定） 

 (11)  土地改良施設維持管理適正化事業費補助金交付要綱（昭和５３年２月１０日制定） 

 (12)  広島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱（昭和５６年５月７日制定） 

 (13)  農業施設災害特別融通対策利子補給補助金交付要綱（昭和４５年１０月２６日制定） 

 (14)  広島県昭和５５年異常低温等農作物被害農家救済資金利子補給補助金交付要綱 

   （昭和５５年１０月１日制定） 

 (15) 広島県同和対策漁業振興資金利子補給費補助金交付要綱（昭和５２年５月１日制定） 

 (16)  沖合漁場進出促進資金利子補給金交付要綱（昭和４９年４月１日制定） 

 (l7) 広島県赤潮被害漁業者経営維持安定資金利子補給費補助金交付要綱（昭和５２年１０月４日制定） 

 (18) 広島県鯉養殖経営維持安定資金利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱（昭和５２年８月１日制定） 

 (19)  農林漁業同和対策事業費補助金交付要綱（昭和４９年３月９日制定） 

 （経過措置） 

３  昭和５７年３月３１日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は認定を得て 

  この要綱施行の日までに貸付けられている附則第２項１２号から第１８号に掲げる要綱に定める資金に係る補 

  助金又は利子補給金については、なお従前の例による。ただし、当該補助金又は利子補給金の交付申請につい 

  ては、この要綱に定める手続の例によるものとする｡ 

４  安芸郡倉橋町（横島及び黒島を除く。）、同郡江田島町大須・幸ノ浦地区及び津久茂地区、佐伯郡能美町大 

  字高田、同郡沖美町（大黒神島を除く。）並びに同郡大柿町大字深江（長島を除く。）における昭和５７年度 

  から昭和５８年度までの各年度分の補助金交付の対象となる事業のうち小規模農業基盤整備事業のうち、かん 

  がい排水事業、農道整備事業、ほ場整備事業及び老朽ため池補強事業に係る補助率は、別表の規定にかかわら 

  ず次のとおりとする。 

 

 

       年    度           補      助      率  

      昭和５７年度 

     昭和５８年度 

      工事費の４７パーセント以内 

      工事費の４６パーセント以内 

                                                               

   附    則（昭和５７年１０月５日施行） 

   この要綱は、昭和５７年１０月５日から施行する｡ 

 

   附    則（昭和５８年６月２８日施行） 



１  この要綱は、昭和５８年６月２８日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

２  昭和５８年３月３１日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は承認を得て  

  この要綱施行の日までに貸付けられている農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金につい  

  ては、従前の例による。 

 

   附   則（昭和５８年１０月４日施行） 

１  この要綱は、昭和５８年１０月４日から施行する。 

２  農業振興資金利子補給補助事業（昭和５８年７月豪雨被害農家救済資金に限る。）の別表２の本表事業内容 

  の規定の適用において、当該資金の貸付けについてあらかじめ市町村の意見を徴した場合には、あらかじめ市 

  町村長の承諾を得たものとみなす。 

 

   附    則（昭和５９年３月８日施行） 

１  この要綱は、昭和５９年３月８日から施行する。 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、昭和５９年２月３日以降に貸付けられた 

  農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金について適用し、同日前に貸付けられた農業振興 

  資金及び漁業振興資金に係る補助金及び利子補給金については、なお従前の例による。 

  

   附    則（昭和５９年６月４日施行） 

１  この要綱は、昭和５９年６月４日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する｡ 

２  昭和５９年３月３１日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は認定を得て 

  この要綱施行の日までに貸付けられている農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金につい 

  ては、従前の例による。 

 

   附    則（昭和５９年１０月９日施行） 

   この要綱は､昭和５９年１０月９日から施行する｡ 

 

   附    則（昭和６０年５月１５日施行） 

１  この要綱は、昭和６０年５月１５日から施行し、昭和６０年４月１日から適用する｡ 

２  昭和６０年３月３１日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は認定を得て 

  この要綱施行の日までに貸付けられている農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金につい 

  ては、従前の例による｡ 

 

   附    則（昭和６０年９月５日施行） 

１  この要綱は、昭和６０年９月５日から施行し、昭和６０年７月１日から適用する｡ 

２  昭和６０年６月３０日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は認定を得て 

  この要綱施行の日までに貸付けられている農業振興資金に係る補助金又は利子補給金については、従前の例に 

  よる｡ 

 

   附    則（昭和６１年７月１０日施行） 

１  この要綱は、昭和６１年７月１０日から施行し、次の第２項及び第３項に定めるものを除き、昭和６１年４ 

  月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定め 

  るものを除き、昭和６１年３月１４日以降に貸付けられた農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利 



  子補給金について適用し、同日前に貸付けられている農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金及び利子 

  補給金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱別表２の付表１（地域農業再編整備等に係る地域農業振興資金のうち旧政令附則第９項及び政令附則 

  第７項に規定する資金の補助率、地域農業集団育成に係る地域農業振興資金の補助率、農業経営高度化資金の 

  補助率、同和対策農業振興資金のうち農業近代化資金（農業者に係る農業近代化資金第１号から第４号まで及 

  び第７号から第１５号までの資金を除く。）の補助率に係る部分に限る。）の規定は、昭和６１年４月１日以 

  降に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は新要綱別表２の本表に規定する市町村長の承諾又は認定   

  （以下「知事又は市町村長の承諾又は認定」という。）を得て貸付けられたものから適用し、同日前に知事又 

  は市町村長の承諾又は認定を得てこの要綱施行の日までに貸付けられた農業振興資金に係る補助金又は利子補 

  給金については、従前の例による｡ 

 

   附    則（昭和６１年８月１２日施行） 

１  この要綱は、昭和６１年８月１２日から施行し、昭和６１年５月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、昭和６１年５月１日以降に貸付けられた 

  農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金について適用し、同日前に貸付けられた農業振興 

  資金及び漁業振興資金に係る補助金及び利子補給金については、なお従前の例による｡                      

   但し、昭和６１年３月３１日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し知事又は市町村長の承諾又は認定 

  を得て昭和６１年５月１日以降この要綱施行の日までに貸付けられた要綱別表２の付表１の地域農業再編整備 

  等に係る地域農業振興資金にうち、旧政令附則第９項及び政令附則第７項に規定する資金並びに同和対策農業 

  資金のうち農業近代化資金（農業者に係る農業近代化資金第５号の資金並びに旧政令附則第９項及び政令附則 

  第７項に規定する資金に限る。）の貸付利率及び補助金又は利子補給金に係る補助率は次の表による｡ 

資 金 の 種 類 貸  付  利  率 

補        助        率 

区        分 
市町村の 

補 助 率 
県の補助率 

地域農業再編整備

等に係る地域農業

振興資金 

農業者 

 年3.85％以内 

農協等 

 年4.35％以内 

（農業近代化資金第５号

にあっては年3.35％） 

旧政令附則第９項及び政令附則第７

項に規定する資金 

 年1.5％  年0.75％ 

農業近代化資金に

係る同和対策農業

振興資金 

農業者 

 年2.85％以内 

農業近代化資金第５号の資金並びに

旧政令附則第９項及び政令附則第７

項に規定する資金 

 年2.0％  年1.0％ 

 

   附    則（昭和６１年１０月２５日施行） 

１  この要綱は、昭和６１年１０月２５日から施行し、昭和６１年５月１日から適用する。 

２  昭和６１年４月３０日以前に融資機関が行う貸付け又は補助に関し、知事又は市町村長の承諾又は認定を得 

  て貸付けられている農業振興資金に係る補助金又は利子補給金については、なお従前の例による｡ 

３  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱別表２の付表１の昭和６０年１２月寒波被害農家救 

  済資金の規定は、昭和６０年５月１日以降、同年７月３１日までに貸付けられた農業振興資金に係る補助金に 

  ついて適用する｡ 

   附    則（昭和６２年４月３０日施行） 



１  この要綱は、昭和６２年４月３０日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、昭和６２年２月２０日以降に貸付けられ 

  た農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金について適用し、同日前に貸付けられた農業振 

  興資金及び漁業振興資金に係る補助金又は利子補給金については、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（昭和６２年５月２１日施行） 

   この要綱は、昭和６２年５月２１日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の 

  規定は、昭和６２年４月１日から適用する｡ 

 

   附    則（昭和６２年７月３１日施行） 

１  この要綱は、昭和６２年７月３１日から施行する｡ 

２  第１条の規定による改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。） 

  の規定は、次項及び第４項に定めるものを除き、昭和６２年４月１５日以降に貸付けられた農業振興資金及び 

  漁業振興資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けられている農業振興資金及び漁業振興資金に 

  係る利子補給金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金に係る貸付利率及び同和対策漁業振興資 

  金のうち農山漁村経営改善資金に係る貸付利率は、昭和６２年３月２８日以降に貸付けられた同和対策農業振 

  興資金及び同和対策漁業振興資金について適用し、同日前に貸付けられている同和対策農業振興資金及び同和 

  対策漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

４  新要綱別記様式第２号（その７）の別紙様式の規定は、昭和６２年度以降の補助金について適用し、昭和６ 

  １年度以前の補助金については、なお従前の例による｡ 

５  第２条の規定による改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、昭和６２年７月１日 

  以降に貸付けられた農業振興資金及び漁業振興資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けられて 

  いる農業振興資金及び漁業振興資金に係る利子補給金について、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（昭和６３年３月１４日施行） 

１  この要綱は、昭和６３年３月１４日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業捕助金交付要綱別表２の付表１の昭和６２年産みかん経営緊急維持 

  資金の規定は、昭和６３年３月１日から同月３１日までに貸付けられた農業振興資金に係る補助金について適 

  用する｡ 

 

   附    則（昭和６３年６月１３日施行） 

   この要綱は、昭和６３年６月１３日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の 

  規定は、昭和６３年４月１日から適用する｡ 

 

   附    則（昭和６３年１０月１日施行） 

   この要綱は、昭和６３年１０月１日から施行する｡ 

 

   附    則（平成元年１月１８日施行） 

１  この要綱は、平成元年１月１８日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定め 

  るものを除き、昭和６３年１０月２８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資 

  金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、 



  なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中農業経営高度化資金のうち総合施設資金、中核農業者育成資金のうち経営総合改善資金、同 

  和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、農地等取得資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁村 

  経営改善資金は、昭和６３年１０月２２日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用 

  し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

   附  則（平成元年３月３１日施行） 

１  この要綱は、平成元年３月３１日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成元年２月１日以降に貸付けられた農 

  業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に貸付けられている農業振興資金及び漁業振興質金につ 

  いては、なお従前の例による。 

 

   附    則（平成元年５月１６日施行） 

１  この要綱は、平成元年５月１６日から施行し、平成元年４月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の別記様式第２号（その５）から別記様式第２号 

  （その３０）まで、別記様式第４号、別記様式第５号、別記様式第６号及び別記様式第８号の別記様式の規定 

  は、平成元年以降の補助金について適用し、昭和６３年度以前の補助金については、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（平成元年９月６日施行） 

   この要綱は、平成元年９月６日から施行し、平成元年度以降の補助金について適用する｡ 

 

   附    則（平成元年１２月４日施行） 

１  この要綱は、平成元年１２月４日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成元年１０月４日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を 

  行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡   なお、大家畜経営体質強化資 

  金に係る補助金の計算期間の改正については、昭和６３年度貸付分から適用する｡ 

 

   附    則（平成２年６月２８日施行） 

１  この要綱は、平成２年６月２８日から施行し、次項に定めるものを除き、改正後の広島県農畜水産業関係単 

  独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２年４月１日から適用する｡ 

２  新要綱の規定は、平成２年４月２７日以降に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振 

  興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金につい 

  ては、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（平成２年１１月１５日施行） 

１  この要綱は、平成２年１１月１５日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定め 

  るものを除き、平成２年９月１４日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金に 

  ついて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、な 

  お従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中農業経営高度化資金のうち総合施設資金、中核農業者育成資金のうち経営総合改善資金、同 

  和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、農地等取得資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁村 



  経営改善資金は、平成２年９月１０日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、 

  同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（平成２年１２月２０日施行） 

１  この要綱は、平成２年１２月２０日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱別表２の付表１の平成２年９月から１０月までの間 

  の長雨及び台風１９～２１号等による被害農家救済資金の規定は、平成２年１２月１日から平成３年２月２８ 

  日までに貸付けられた農業振興資金に係る補助金について適用する｡ 

 

   附    則（平成３年２月２日施行） 

１  この要綱は、平成３年２月２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２年１２月１１日以降に市町村長が 

    利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行 

    っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

   附    則（平成３年７月８日施行） 

      この要綱は、平成３年７月８日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定 

    は、平成３年４月１日から適用する｡ 

 

      附    則（平成３年１０月１７日施行） 

１  この要綱は、平成３年１０月１７日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱別表２の付表２の平成３年赤潮被害漁業者経営維持 

  安定資金の規定は、平成３年１２月３１日までに貸付けられた漁業振興資金に係る補助金について適用する｡ 

 

      附   則（平成３年１２月１３日施行） 

１  この要綱は、平成３年１２月１３日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項及び第 

    ４項に定めるものを除き、平成３年度以降の補助金について適用する｡ 

３  新要綱の規定中平成３年台風１９号に係る被害農家救済資金、平成３年台風１９号に係る農業施設災害特別 

    資金、平成３年台風１９号に係る被害漁家救済資金及び平成３年台風１９号漁業施設災害特別資金は、平成３ 

    年９月２８日から平成４年９月３０日までに貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金に係る補助金につ 

    いて適用する｡ 

４  新要綱の規定中地域農業振興資金のうち地域農業総合整備等・地域特産振興、農業経営高度化資金、中核農 

    業者育成資金、同和対策農業振興資金のうち農業近代化資金、農地等取得資金、同和対策漁業振興資金のうち 

    漁業近代化資金及び平成３年赤潮被害者経営維持安定資金は、平成３年１１月１９日以降に貸付決定された農 

    業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金に 

    ついては、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成４年２月２６日施行） 

１  この要綱は、平成４年２月２６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金要綱の規定は、平成３年１２月２０日以降に市町村長が利子 

    補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

    いる農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 



 

      附    則（平成４年３月３１日施行） 

１  この要綱は､平成４年３月３１日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成４年３ 

    月１３日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市 

    町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成４年８月１９日施行） 

      この要綱は、平成４年８月１９日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規 

  定は、平成４年４月１日から適用する｡ 

 

      附    則（平成４年１１月３０日施行） 

      この要綱は、平成４年１１月３０日から施行し、平成４年度の補助金について適用する｡ 

 

      附    則（平成５年３月１２日施行） 

１  この要綱は、平成５年３月１２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定め 

    るものを除き、平成４年１２月２６以降に市町村長が利子桶給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金に 

    ついて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、な 

    お従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中農業経営高度化資金のうち総合施設資金、中核農業者育成資金のうち経営総合改善資金、同 

   和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、農地等取得資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁村 

   経営改善資金は、平成４年１２月２日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、 

   同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

     附    則（平成５年５月２１日施行） 

     この要綱は、平成５年５月２１日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規 

   定は、平成５年４月１日から適用する｡ 

 

     附   則（平成５年７月９日施行） 

１  この要綱は、平成５年７月９日から施行する。 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定め 

    るものを除き、平成５年６月４日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金につ 

   いて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお 

   従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、同和対策漁業振興資金のうち農山漁村 

   経営改善資金は、平成５年５月２８日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、 

   同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

     附   則（平成５年１０月１９日施行） 

１  この要綱は、平成５年１０月１９日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係補助金交付要綱の規定中異常気象に伴う農作物病害緊急防除対策事業につい 

   ては、平成５年７月５日から適用する。 



 

     附    則（平成５年１２月２１日施行） 

１  この要綱は、平成５年１２月２１日から施行する。 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

   ものを除き、平成５年８月２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前 

   に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中平成５年長雨及び異常低温等に係る被害農家救済資金は、平成５年１２月２１日から平成６ 

   年３月３１日までに市町村長が利子補給承諾を行い、平成６年４月２８日までに貸付けられた農業振興資金に 

   ついて適用する｡ 

 

     附    則（平成６年２月８日施行） 

１  この要綱は、平成６年２月８日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成５年１２ 

   月２７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市 

   町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成６年３月３０日施行） 

１  この要綱は、平成６年３月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農畜水産関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定めるも 

    のを除き、平成６年２月２８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金につい 

    て適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従 

    前の例による｡ 

３  新要綱の規定中農業経営高度化資金のうち総合施設資金及び中核農業者育成資金のうち経営総合改善資金に 

    ついては平成６年２月２４日以降、同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金及び同和対策漁業振興 

    資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成６年１月２６日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資 

    金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例に 

    よる｡ 

 

      附   則（平成６年７月２９日施行） 

１  この要綱は、平成６年７月２９日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規 

    定は、平成６年４月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

    ものを除き、平成６年４月１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金につい 

    て適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従 

    前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁 

    村経営改善資金は、平成６年３月２４日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、 

    同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成６年１０月１２日施行） 

１  この要綱は、平成６年１０月１２日から施行し、平成６年９月２１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成６年９月２１日以降に市町村長が利 

    子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給を行った農業振興資金につい 



    ては、なお従前の例による｡ 

 

      附   則（平成７年７月１１日施行） 

１  この要綱は、平成７年７月１１日から施行し、改正後の広島県農畜水産業関孫単独事業補助金交付要綱の規 

  定は、平成７年４月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関孫単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

  ものを除き、平成７年４月１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金につい 

  て適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従 

  前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁 

  村経営改善資金は、平成７年２月１０日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、 

    同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成７年１２月１５日施行） 

１  この要綱は、平成７年１２月１５日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

    ものを除き、平成７年１１月１０日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金に 

    ついて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、な 

    お従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金及び同和対策漁業振興資金のうち農山漁 

    村経営改善資金は、平成７年１０月１６日以降に貸付決定された農業振興資金及び漁業振輿資金について適用 

    し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成８年１月１８日施行） 

１  この要綱は、平成８年１月１８日から施行する｡                                              

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

    ものを除き、平成７年１２月８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興費金につ 

    いて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお 

    従前の例による｡ 

 

      附    則（平成８年５月２２日施行） 

１  この要綱は、平成８年５月２２日から施行し、第２項、第３項及び第４項に定めるものを除き、平成８年４ 

    月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成８年４月 

    １５日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

    村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中中核農業者育成資金のうち農地取得資金、ニューファーマー・ステップアップ資金のうち農 

    地等取得資金、同和対策農業振興資金のうち農地等取得資金は、平成８年４月８日以降に貸付決定された農業 

    振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による｡ 

４  平成９年度以降についての付表１中県の補助率（年２.４７５％の補助率に限る｡）と付表２中県の補助率 

   (年０.９％の補助率に限る｡）の適用については、当該補助率に係る予算の議決のあった場合を除くほか、これ 

  を適用しないものとする｡ 

      附    則（平成８年１０月１５日施行）    



１  この要綱は、平成８年１０月１５日から施行し、平成８年１０月４日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、次項に定める 

  ものを除き、平成８年９月２０日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金につ 

  いて適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお 

  従前の例による｡             

３  新要綱の規定中平成８年降ひょう被害農家経営維持資金は、平成８年１０月４日から平成９年１月２０日ま 

  でに市町村長が利子補給承諾を行い、平成９年１月３１日までに貸し付けられた農業振興資金について適用す 

  る。 

４  新要綱の規定中環境にやさしい畜産経営推進事業は、平成８年度借受分から適用する。 

 

      附    則（平成９年３月６日施行） 

１  この要綱は、平成９年３月６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年２月 

    ７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年１月２４日以降に貸付決定 

  された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振 

  興資金については、なお従前の例による｡        

４  新要綱の規定中大家畜経営活性化資金及び養豚経営改善資金は、平成８年１１月２８日以降に貸付決定され 

  た農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成９年３月３１日施行）   

１  この要綱は、平成９年３月３１日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年３月 

    ２８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

  村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年３月１９日以降に貸付決定 

  された農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金及び漁業振 

  興資金については、なお従前の例による｡        

４  就農研修資金等償還金助成事業は、平成８年度借受分から適用する。 

 

      附    則（平成９年４月８日施行）  

１  この要綱は、平成９年４月８日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年４月 

    １日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡  

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち林業経営育成資金（林地取得）、林業経営安定資金（林業 

  経営維持）、農山漁村経営改善資金（林業）については、平成８年３月３１日までは、広島県林業関係事業補 

  助金交付要綱を適用する。 

 

      附    則（平成９年５月８日施行） 

１  この要綱は、平成９年５月８日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年４月 



    ２３日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年４月９日以降に貸付決定 

   された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例によ 

   る｡ 

 

      附    則（平成９年５月２２日施行） 

１  この要綱は、平成９年５月２２日から施行し、平成９年４月１日から適用する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成９年５月９日以降に市町村長が利子補 

   給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている 

  農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

 

      附    則（平成９年９月９日施行）  

１  この要綱は、平成９年９月９日から施行する。 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成９年５月２３日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

  いる農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行） 

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成９年６月２３日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

  いる農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行）  

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成９年７月１日以降に市町村長が利子補 

  給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行ってい 

  る農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行）  

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年７月 

  ２５日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年７月１１日以降に貸付決 

  定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例に 

    よる｡ 

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行）  

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年８月 

    ２２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 



    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年８月８日以降に貸付決定 

   された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例によ 

   る｡ 

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行）  

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年９月 

    ２４日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年９月１０日以降に貸付決 

  定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例に 

    よる｡ 

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行） 

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年１０月 

    ２７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年１０月１３日以降に貸付 

  決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

  による｡ 

 

      附    則（平成９年１２月１６日施行）  

１  この要綱は、平成９年１２月１６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成９年１１月 

    ２０日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成９年１１月６日以降に貸付決 

  定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例に 

  よる｡ 

４  新要綱の規定中大家畜経営活性化資金及び養豚経営活性化資金は、平成９年１１月２７日以降に貸付決定され 

た農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

５  新要綱の規定中稲作経営安定緊急対策特別資金は、平成９年１２月１８日から平成１０年３月３１日までに市 

町村が利子補給承諾を行い、平成１０年４月１０日までに貸し付けられた農業振興資金について適用する。 

 

      附    則（平成１０年３月６日施行）  

１  この要綱は、平成１０年３月６日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年２月 

    ６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年１月２３日以降に貸付 

  決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 



  による｡ 

４  新要綱の規定中平成９年産かんきつ経営緊急維持資金は、平成１０年２月１８日から平成１０年３月３１日までに市 

  町村長が利子補給承諾を行い、平成１０年４月１０日までに貸し付けられた農業振興資金について適用する。 

 

      附    則（平成１０年３月３０日施行） 

１  この要綱は、平成１０年３月３０日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年３月 

    ９日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中中核農業者育成資金のうち農地等取得資金、ニューファーマー・ステップアップ資金のうち農地 

  等取得資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金、農村漁村 

  経営改善資金は、平成１０年２月２７日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定さ 

  れている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

      附    則（平成１０年３月３１日施行） 

１  この要綱は、平成１０年３月３１日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年３月 

    １７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年３月１１日以降に貸付 

   決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

   による｡ 

 

      附    則（平成１０年５月２５日施行） 

１  この要綱は、平成１０年５月２５日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年４月 

    １４日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年４月８日以降に貸付決 

   定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例に 

   よる｡ 

 

      附    則（平成１０年７月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１０年７月２９日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱 (以 

  下「新要綱」という。）の規定は、第２項及び第３項に定めるものを除き、平成１０年４月１日から適用する｡ 

２  新要綱別表２の付表１及び付表２の規定は、平成１０年６月１６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農 

  業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び 

   漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年６月１０日以降に貸付 

  決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

   による｡ 

 

   附    則（平成１０年９月１４日施行） 



１  この要綱は、平成１０年９月１４日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年８月 

    ３１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

   及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

   林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金は、平成１０年８月２１日以降に貸付決定された 

   農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

     附    則（平成１０年１１月２日施行） 

１  この要綱は、平成１０年１１月２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年９月 

    １８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年９月１１日以降に貸付 

    決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

    による｡ 

 

   附    則（平成１０年１２月２２日施行） 

１  この要綱は、平成１０年１２月２２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１０年１０ 

   月２２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

  村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１０年１０月１６日以降に貸 

  付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の 

  例による｡ 

４  新要綱の規定中大家畜経営活性化資金及び養豚経営活性化資金は、平成１０年１１月３０日以降に貸付決定さ 

  れた農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による｡ 

５  新要綱の規定中広島かき経営維持安定資金の規定は、平成１０年１２月１７日から平成１１年３月３１日まで 

  に市町村長が利子補給承諾を行い、平成１１年３月３１日までに貸付けられた漁業振興資金について適用する。 

 

   附    則（平成１１年１月２８日施行） 

１  この要綱は、平成１１年１月２８日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年１月 

    ６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

   及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

   林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金は、平成１０年１２月２２日以降に貸付決定され 

  た農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

   附    則（平成１１年２月１９日施行） 

１  この要綱は、平成１１年２月１９日から施行する｡ 



２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年２月 

    １２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

   及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

   林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金は、平成１１年２月３日以降に貸付決定された農 

  業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

   附    則（平成１１年３月５日施行） 

１  この要綱は、平成１１年３月５日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年２月 

    ２２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１１年２月１７日以降に貸付 

    決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

    による｡ 

 

   附    則（平成１１年３月３１日施行） 

１  この要綱は、平成１１年３月３１日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定中広島かき経営維持 

  安定資金は、平成１１年３月１０日以降に市町村長が利子補給承諾を行った漁業振興資金について適用し、同日 

  前に市町村長が利子補給承諾を行った漁業振興資金については、なお従前の例による。ただし、平成１１年３月 

  １０日以降に広島かき経営維持安定資金の利子補給率の変更に係る議決を行う市町村（以下「議決を行う市町村」 

  という）については、その議決日以降に当該市町村長が利子補給承諾を行う漁業振興資金について適用し、議決 

  日前に当該市町村長が利子補給承諾を行った漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  前項の規定にかかわらず平成１１年２月１２日から平成１１年３月９日までの間に市町村長が利子補給承諾を 

行い平成１１年３月１０日以降に市町村長が利子補給率を変更する旨の承諾（以下「変更承諾」という）を行った 

広島かき経営維持安定資金については、次の表の第１項に掲げる期間の区分ごとに、新要綱の付表２中県の補助率 

「年０．９２５％」とあるのは同表の第２項に、「年１．１７５％」とあるのは同表の第３項に、「年１．４２５ 

％」とあるのは同表の第４項にそれぞれ掲げる補助率を当該変更承諾日以降は適用し、変更承諾日前の補助率につ 

いては、なお従前の例による。 

   この場合において、議決を行う市町村はこの項において「平成１１年３月９日」とあるのを「議決日前日」に読 

み替えて適用する。 

 

１   利 子 補 給 承 諾 日 
２ 被害割合 

10～30％未満 

３ 被害割合 

30～50％未満 

４ 被害割合 

  50％以上 

平成11年2月12日から平成11年2月21日まで    年1.0％    年1.25％    年1.5％ 

平成11年2月22日から平成11年3月 9日まで    年0.925％    年1.175％    年1.425％ 

 

   附    則（平成１１年７月２日施行） 

１  この要綱は、平成１１年７月２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年４月 



    ２７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１１年４月２１日以降に貸付 

    決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

    による｡ 

 

     附    則（平成１１年７月２日施行） 

１  この要綱は、平成１１年７月２日から施行する｡ 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年５月 

    ２５日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

    長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による｡    

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１１年５月１９日以降に貸付 

    決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

    による｡ 

 

      附    則（平成１１年７月１５日施行） 

１  この要綱は、平成１１年７月１５日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱 (以 

  下「新要綱」という。）の規定は、第２項及び第３項に定めるものを除き、平成１１年４月１日から適用する｡ 

２  新要綱別表２の付表１及び付表２の規定は、平成１１年６月１６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農 

  業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び 

   漁業振興資金については、なお従前の例による｡ 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１１年６月１１日以降に貸付 

  決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

  による｡ 

 

   附  則（平成１１年８月２４日施行） 

１  この要綱は、平成１１年８月２４日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年８月 

  ３日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１１年７月２３日以降に貸付 

  決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

  による。 

４  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

  及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

  林業経営育成資金、林業経営安定資金は、平成１１年７月２６日以降に貸付決定された農業振興資金について適 

  用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

５  新要綱の規定中平成１１年被害農林漁業者救済資金は、平成１１年８月２４日から平成１２年３月３１日まで 

  に市町村長が利子補給承諾を行い、平成１２年４月１０日までに貸し付けられた農業振興資金について適用する。 

 

   附  則（平成１１年１０月６日施行） 

１  この要綱は、平成１１年１０月６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年９月 



  ２８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中平成１１年被害農林漁業者救済資金の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設 

  資金（主務大臣指定施設）は、平成１１年９月１０日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日 

  前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

４  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金２号資金及び４号資金のうち農地等取得資金、同和対策農林漁業振興資 

  金のうち農地等取得資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林 

  漁業者救済資金の林業者救済資金のうち林業基盤整備資金、林業経営安定資金は、平成１１年９月１７日以降に 

  貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前 

  の例による。 

 

   附  則（平成１２年１月１３日施行） 

１  この要綱は、平成１２年１月１３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年１０ 

  月２０日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

  村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１１年１０月１４ 

  日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

  なお従前の例による。 

 

   附  則（平成１２年１月１３日施行） 

１  この要綱は、平成１２年１月１３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１１年１１ 

  月２９日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

  村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中大家畜経営活性化資金及び養豚経営活性化資金は、平成１１年１１月１０日以降に貸付決定さ 

  れた農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

４  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１１年１１月１２ 

  日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

  なお従前の例による。 

５  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

  及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

  林業経営育成資金、林業経営安定資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金の林業者救済資金のうち林業基盤整 

  備資金、林業経営安定資金は、平成１１年１１月１８日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同 

  日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

６  新要綱の規定中平成１１年台風１８号等による被害農業者救済資金、平成１１年台風１８号等による農業施設 

  災害特別資金、平成１１年台風１８号等による被害漁業者救済資金は、平成１１年１１月１２日から平成１２年 

  ３月３１日までに市町村長が利子補給承諾を行い、平成１２年３月３１日までに貸し付けられた農業振興資金及 

  び漁業振興資金について適用する。 

７  新要綱の規定中平成１１年台風１８号等による漁業施設災害特別資金の規定は、平成１１年１１月１２日から 

  平成１２年７月３１日までに市町村長が利子補給承諾を行い、平成１２年８月３１日までに貸し付けられた漁業 



  振興資金について適用する。 

８  新要綱の規定中平成１１年台風１８号等による漁業共済担保貸付資金の規定は、平成１１年１０月２０日から 

  平成１２年１月２０日までに市町村長が利子補給承諾を行い、平成１２年１月２０日までに貸し付けられた漁業 

  振興資金について適用する。 

 

   附  則（平成１２年１月２５日施行） 

１  この要綱は、平成１２年１月２５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年１月 

  ７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１１年１２月１７ 

  日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

  なお従前の例による。 

４  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金２号資金及び４号資金のうち農地等取得資金、同和対策農林漁業振興資 

  金のうち農地等取得資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金の林業者 

  救済資金のうち林業基盤整備資金、林業経営安定資金は、平成１１年１２月２４日以降に貸付決定された農業振 

  興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

   附  則（平成１２年２月８日施行） 

１  この要綱は、平成１２年２月８日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年２月 

  ２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１２年１月２８日 

  以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、な 

  お従前の例による。 

４  新要綱の規定中平成１１年産かんきつ経営緊急対策資金は、平成１２年２月８日から平成１２年３月３１日ま 

  でに貸し付けられた農業振興資金について適用する。 

 

   附  則（平成１２年２月２４日施行） 

１  この要綱は、平成１２年２月２４日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年２月 

  ２１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１２年２月１６日 

  以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、な 

  お従前の例による。 

 

   附  則（平成１２年３月２３日施行） 

１  この要綱は、平成１２年３月２３日から施行する。 



２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年３月 

  ２７日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村 

  長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１２年３月１０日 

  以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、な 

  お従前の例による。 

４  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資金 

  及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得資金、 

  林業経営育成資金、林業経営安定資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金の林業者救済資金のうち林業基盤整 

  備資金、林業経営安定資金は、平成１２年３月１６日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日 

  前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１２年５月１８日施行） 

１  この要綱は、平成１２年５月１８日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以 

  下「新要綱」という）の規定は、第２項、第３項及び第４項に定めるものを除き、平成１２年４月１日から適用 

  する。 

２  新要綱別表２の付表１及び付表２の規定は、平成１２年４月２１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農 

  業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び 

  漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金、平成１１年被害農林漁業者救済資金 

  の林業者救済資金及び漁業者救済資金のうち農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）は、平成１２年４月７日以 

  降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお 

  従前の例による。 

４  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金２号資金及び４号資金のうち農地等取得資金、同和対策農林漁業振興資 

  金のうち農地等取得資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金は、平成１２年４月１３日以降に貸付決定され 

  た農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成１２年６月１２日施行） 

１  この要綱は、平成１２年６月１２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年５ 

  月２５日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市 

  町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１２年５月１９日以降に貸 

  付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前 

  の例による。 

 

   附  則（平成１２年６月３０日施行） 

１  この要綱は、平成１２年６月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年６ 

  月１９日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市 

  町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１２年６月１４日以降に貸 

  付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前 



  の例による。 

 

   附  則（平成１２年１０月３日施行） 

１  この要綱は、平成１２年１０月３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年９ 

  月２５日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市 

  町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金１号資金のうち農業経営基盤強化資金、アグリトピアゼロ資金２号資 

  金及び４号資金のうち農地等取得資金、農業経営基盤強化資金、同和対策農林漁業振興資金のうち農地等取得 

  資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金は、平成１２年９月１４日以降に貸付決 

  定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例 

  による。 

 

   附  則（平成１２年１０月３１日施行） 

１  この要綱は、平成１２年１０月３１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年１０ 

  月２６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町 

村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金２号資金及び４号資金のうち農地等取得資金、同和対策農林漁業振資金 

  のうち農地等取得資金、林業経営育成資金、林業経営安定資金、農山漁村経営改善資金は、平成１２年１０月１８ 

日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

なお従前の例による。 

 

   附  則（平成１３年１月５日施行） 

１  この要綱は、平成１３年１月５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１２年 

  １２月１８日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前 

  に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１２年１２月１３日以降に 

  貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従 

  前の例による。 

 

   附  則（平成１３年２月７日施行） 

１  この要綱は、平成１３年２月７日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１３年 

  ２月１日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に 

  市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１３年１月２６日以降に 

  貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお 

  従前の例による。 

 

   附  則（平成１３年３月５日施行） 

１  この要綱は、平成１３年３月５日から施行する。 



２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１３年 

  ２月２６日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前 

  に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１３年２月２１日以降に 

  貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお 

  従前の例による。 

 

  附  則（平成１３年３月２６日施行） 

１  この要綱は、平成１３年３月２６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１３年 

  ３月１９日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前 

  に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち農山漁村経営改善資金は、平成１３年３月１４日以降に 

  貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお 

  従前の例による。 

 

   附  則（平成１３年７月４日施行） 

１  この要綱は、平成１３年７月４日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（ 

  以下「新要綱」という）の規定は、第２項に定めるものを除き、平成１３年４月１日から適用する。 

２  新要綱別表２の付表１及び付表２の規定は、平成１３年４月２日以降に市町村長が利子補給承諾を行った 

  農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資 

  金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１３年１０月１５日施行） 

  この要綱は、平成１３年１０月１５日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱 

 の規定は、平成１３年４月１日から適用する。 

  

  附  則（平成１３年１０月１９日施行） 

  この要綱は、平成１３年１０月１９日から施行する。 

 

  附  則（平成１４年１月１１日施行） 

１  この要綱は、平成１４年１月１１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定中繁殖農家生産振 

  興事業は、平成１３年１２月１７日から平成１４年３月３１日までに実施された事業について適用する。 

３  新要綱の規定中別記様式第２号（その２０）は、平成１３年４月１日から適用する。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年５月１日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 



１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年５月９日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年５月１８日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

  いる農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年６月１日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行ってい 

  る農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年６月１８日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年７月３日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行ってい 

  る農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年７月１８日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年８月３日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年８月１４日以降に市町村長が利 



  子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

  いる農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年８月２０日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年９月３日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年１０月３日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年１１月２日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年１２月４日以降に市町村長が利 

  子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金 

  については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１３年１２月１９日以降に市町村長が 

  利子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資 

  金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１４年１月４日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 



 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成14年１月 

  21日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を 

  行っている農業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中同和対策農林漁業振興資金のうち林業経営安定資金は、平成１４年１月１０日以降に貸付決定 

  された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例によ 

  る。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１４年２月８日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成14年２月 

  20日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金及び漁業振興資金について適用し、同日前に市町村長 

  が利子補給承諾を行っている農業振興資金及び漁業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金のうち農業経営基盤強化資金、農業経営基盤強化資金は、平成14年２月 

  19日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

  なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成14年３月 

  18日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を 

  行っている農業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金のうち農業経営基盤強化資金、農業経営基盤強化資金は、平成14年３月 

  ８日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、 

  なお従前の例による。 

４  新要綱の規定中別記様式第２号（その２１）は、平成１３年４月１日から適用する。 

 

  附  則（平成１４年５月１５日施行） 

１  この要綱は、平成１４年５月１５日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(以 

  下「新要綱」という。）の規定は、平成１４年４月１日から適用する。 

２  新要綱の規定中地域畜産振興事業費補助金のうち繁殖農家生産振興事業及び肉用牛肥育経営緊急安定対策事業 

  については、別に定めるところにより農林水産部長が牛海綿状脳症発生の影響がなくなったと判断した時点で事 

  業を終了するものとする。 

 

  附  則（平成１４年８月３０日施行） 



１  この要綱は、平成１４年８月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１４年４月１日以降に市町村長が利子 

  補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金に 

  ついては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１４年１０月３１日施行） 

１  この要綱は、平成１４年１０月３１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１４年９月１９ 

  日以降に市町村長が利子補給承諾を行った農業振興資金について適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行って 

  いる農業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中、アグリトピアゼロ資金（農業経営基盤強化資金）、アグリトピアゼロ資金（新規就農者育成確保 

  資金（ただし、経営体育成強化資金（農林漁業金融公庫資金）に限る。））及び農業経営基盤強化資金は、平成１４ 

  年７月１日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農業振興資金について 

  は、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１５年６月２日施行） 

１  この要綱は、平成１５年６月２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１５年４月１日 

  から適用し、同日前に市町村長が利子補給承諾を行っている農業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中アグリトピアゼロ資金（認定農業者等育成確保資金（集落法人育成確保資金））及び集落法人経営 

  安定資金については、平成１５年５月２６日から適用する。 

 

  附  則（平成１５年１２月２２日施行） 

１  この要綱は、平成１５年１２月２２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中ＢＳＥ発生対策事業は、平成１５年１１月２１日 

  から平成１５年１２月８日までに実施された事業について適用する。 

 

  附  則（平成１６年２月１２日施行） 

   この要綱は、平成１６年２月１２日から施行する。 

 

  附  則（平成１６年５月１４日施行） 

１  この要綱は、平成１６年５月１４日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という）の規定は、平成１６年４月１日 

  から適用する。 

  附  則（平成１６年１０月１８日施行） 

１  この要綱は、平成１６年１０月１８日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、被害農作物等緊急対策事業及び漁業施設災害緊急

対策事業・漁場復旧等環境整備事業は、台風１６号によって平成１６年８月３０日以降生じた被害対策事業及び台風１

８号によって平成１６年９月７日以降生じた被害対策事業について適用する。 

 

  附  則（平成１６年１１月５日施行） 

１  この要綱は、平成１６年１１月５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、被害農作物等緊急対策事業及び漁業施設災害緊急



対策事業・漁場復旧等環境整備事業は、台風２１号によって平成１６年９月２９日以降生じた被害対策事業及び台風２

３号によって平成１６年１０月２０日以降生じた被害対策事業について適用し、同日前に生じた被害対策事業につい

ては、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成１７年５月２５日施行） 

１  この要綱は、平成１７年５月２５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１７年４月１日から適用する。 

 

  附  則（平成１７年１０月２４日施行） 

１  この要綱は、平成１７年１０月２４日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、漁場復旧等環境整備事業は、台風１４号によって

平成１７年９月４日以降生じた被害対策事業について適用する。 

 

  附  則（平成１８年３月２２日施行） 

１  この要綱は、平成１８年３月２２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、被害農作物等緊急対策事業は、平成１７年１２月

４日以降に積雪により生じた被害対策事業について適用する。 

 

  附  則（平成１８年５月１５日施行） 

１  この要綱は、平成１８年５月１５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１８年度分の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成１８年１０月２５日施行） 

１  この要綱は、平成１８年１０月２５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、被害農作物等緊急対策事業は、台風第１３号によ

って平成１８年９月１７日以降生じた被害対策事業について適用する。 

 

  附  則（平成１９年３月１３日施行） 

１  この要綱は、平成１９年３月１３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、広島かきイメージ回復緊急対策事業は、平成１８

年度に生じた風評被害対策事業について適用する。 

 

  附  則（平成１９年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成１９年度分の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成２０年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２０年度の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成２０年８月１１日施行） 

１  この要綱は、平成２０年８月１１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定中、家畜飼料特別支援資



金は、平成２０年８月１１日以降に貸付決定された農業振興資金について適用し、同日前に貸付決定されている農

業振興資金については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中、燃油高騰特別対策資金は、平成２０年８月１１日以降に貸付決定された漁業振興資金について適用

し、同日前に貸付決定されている漁業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成２１年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２１年度の補助金から適用する。 

 

 附  則（平成２２年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２２年度の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成２２年６月２３日施行） 

１  この要綱は、平成２２年６月２３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定中口蹄疫対策緊急事業

は、平成２２年６月２３日から平成２３年３月３１日までに実施された事業について適用する｡ 

３  新要綱の規定中、家畜飼料特別支援資金は、平成２２年６月９日以降に貸付決定された農業振興資金について適用

し、同日前に貸付決定されている農業振興資金については、なお従前の例による。 

 

  附  則（平成２２年１０月２５日施行） 

１  この要綱は、平成２２年１０月２５日から施行する。 

 

 附  則（平成２３年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２３年度の補助金から適用する。 

  

 附  則（平成２３年７月２２日施行） 

１  この要綱は、平成２３年７月２２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中かき緊急安定供給対策事業は、平成２３年 

７月２２日から適用する。 

 

 附  則（平成２４年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２４年度の補助金から適用する。 

 

 附  則（平成２４年６月１日施行） 

１  この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２４年度の補助金から適用する。 

 

 附  則（平成２５年３月１５日施行） 

１  この要綱は、平成２５年３月１５日から施行する。 

 附  則（平成２５年４月１日施行） 



１  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２５年度の補助金から適用する。 

 

附  則（平成２６年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２６年度の補助金から適用する。 

 

 附  則（平成２６年１１月１０日施行） 

１  この要綱は、平成２６年１１月１０日から施行する。 

 

附  則（平成２７年３月２６日施行） 

１  この要綱は、平成２７年３月２６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２７年度の補助金から適用する。 

 

附  則（平成２８年４月１日施行） 

１  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２８年度の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成２８年５月１８日施行） 

１  この要綱は、平成２８年５月１８日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２８年度の補助金

から適用する。 

３  新要綱のひろしま農業創生事業費補助金のうち担い手育成リース支援事業で造成する基金及び青年農業経営者育成

支援事業については、次の取扱いとする。 

(1)  基金事業実施期間終了後、基金に残額が生じた場合において、事業実施主体は残額のうち補助金相当額を県に返

還する。 

(2)  基金事業実施期間中であっても、基金に残額が生じると見込まれる場合において、県が指示する金額を事業実施

主体は県に返還する。 

４  新要綱のひろしま農業創生事業費補助金のうち担い手育成リース支援事業については、平成３２年度に事業全体の仕

組み等を検証する。 

 

  附  則（平成２９年３月３０日施行） 

１  この要綱は、平成２９年３月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成２９年度の補助金から適用する。 

 

附  則（平成３０年３月２９日施行） 

１  この要綱は、平成３０年３月２９日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成３０年度の補助金から適用する。 

 

  附  則（平成３１年３月２７日施行） 

１  この要綱は、平成３１年３月２７日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、平成３１年度の補助金から適用する。 

 



附  則（令和２年３月２６日施行） 

１  この要綱は、令和２年３月２６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。 

３  別記様式内の「平成」とあるものは、文言を削除する。 

 

附  則（令和２年５月１１日施行） 

この要綱は、令和２年５月１１日から施行し、改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交 

付要綱附則第５項の規定は、令和２年５月１日から適用する。 

 

附  則（令和２年６月２３日施行） 

１  この要綱は、令和２年６月２３日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和２年５月２２日から適用する。 

 

附  則（令和２年７月９日施行） 

  この要綱は、令和２年７月９日から施行する。 

 

附  則（令和２年１２月２２日施行） 

１  この要綱は、令和２年１２月２２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和２年１２月１７日から適用する。 

 

附  則（令和３年３月３１日施行） 

１  この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和３年度の補助金から適用する。 

 

附  則（令和３年８月１日施行） 

  この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

 

附  則（令和４年３月２５日施行） 

１  この要綱は、令和４年３月２５日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和４年度の補助金から適用する。 

 

  附  則（令和４年７月２７日施行） 

１  この要綱は、令和４年７月２７日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、配合飼料価格高騰緊急対策事業費補助金は、令和

４年４月１日から適用する。 

 

  附  則（令和４年９月３０日施行） 

１  この要綱は、令和４年９月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、次の各号に掲げる補助金は、当該各号に定める日

から適用する。 

 （１） 配合飼料価格高騰緊急対策事業費補助金のうち２飼料購入費支援及び漁業経営改善緊急支援事業費補助金 令和

４年４月１日 

（２） 農産物生産供給体制強化事業費補助金 令和４年９月１日 

（３） 施設園芸経営改善緊急支援事業費補助金 令和４年１０月１日 

 

附  則（令和５年１月２６日施行） 

１  この要綱は、令和５年１月２６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、次の各号に掲げる補助金は、当該各号に定める日



から適用する。 

 （１） 肥料価格高騰緊急対策事業費補助金 令和４年６月１日 

（２） 学校給食用牛乳価格調整緊急対策事業費補助金 令和４年１１月１日 

 

附  則（令和５年３月１４日施行） 

１  この要綱は、令和５年３月１４日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定中、酪農経営改善緊急支

援事業費補助金の規定は、令和４年１０月１日から適用する。 

３  新要綱の規定中、配合飼料価格高騰緊急対策事業費補助金のうち飼料購入費支援の規定は、令和５年４月１日以降の

飼料購入から適用し、同日前の飼料購入については、なお従前の例による。 

 

附  則（令和５年３月３０日施行） 

１  この要綱は、令和５年３月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和５年度の補助金等から適用し、この要綱によ

る改正前の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱に基づき交付決定した補助金等については、なお従前の例に

よる。 

 

附  則（令和５年１０月２日施行） 

１  この要綱は、令和５年１０月２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、学校給食用牛乳価格調整緊急対策事業費補助金は、

令和５年８月１日から適用し、同日前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。 

 

附  則（令和５年１２月２８日施行） 

１  この要綱は、令和５年１２月２８日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、和牛繁殖経営改善緊急支援事業費補助金は、令和

５年７月１日から適用する。 

 

附  則（令和６年３月２６日施行） 

１  この要綱は、令和６年３月２６日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和６年度の補助金等から適用し、この要綱によ

る改正前の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱に基づき交付決定した補助金等については、なお従前の例に

よる。 

 

附  則（令和７年３月１７日施行） 

１  この要綱は、令和７年３月１７日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定は、令和７年度の補助金等から適用し、この要綱によ

る改正前の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱に基づき交付決定した補助金等については、なお従前の例に

よる。 

 

附  則（令和８年１月２２日施行） 

１  この要綱は、令和８年１月２２日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の規定中、かき生産安定緊急対策事業補助金は、令和７年１

０月２０日から適用する。 

 

附  則（令和８年３月３０日施行） 

１  この要綱は、令和８年３月３０日から施行する。 

２  改正後の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、次項に定めるものを除



き令和８年度の補助金等から適用し、この要綱による改正前の広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱に基づき

交付決定した補助金等については、なお従前の例による。 

３  新要綱の規定中、次の各号に掲げる補助金は、当該各号に定める日から適用する。 

（１） 畜産経営生産体質強化改善緊急支援事業費補助金のうち配合飼料価格安定制度生産者負担金支援事業及び酪農・

和牛経営体飼料費支援事業 令和７年４月１日 

（２） 「おいしい！広島」農林水産物給食等提供事業費補助金、畜産経営生産体質強化改善緊急支援事業費補助金のう

ち自給飼料生産機械導入支援事業及び漁場基盤改良事業費補助金のうち漁場生産性向上事業 令和８年３月３０日 



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

１

担
い
手
育
成
支
援
事
業
費

補
助
金

担い手育成支援事業 　担い手への農用地
の利用集積を積極的
に取り組む地区につ
いて、土地改良負担
金の軽減や事業効果
の高度化を図るため
の諸活動に対する助
成を行う事業

　農家負担金軽減支援対策事業
実施要綱(平成23年4月1日付け22
農振第2304号農林水産事務次官
通達）により認定した「担い手
育成支援計画」に基づき、土地
改良区又は市町に対し、土地改
良事業負担金の償還利息の一部
に相当する額を助成する経費

　補助金の総額の
変更

２

農
業
委
員
会
等
対
策
事
業
費

補
助
金

農業委員会ネットワー
ク機構活動推進事業

　農業委員会ネット
ワーク機構の活動を
支援する事業

　農業委員会等に関する法律
（昭和26年法律第88号）第43条
第１項の規定による農業委員会
ネットワーク機構の業務に必要
な運営に要する経費

　補助金の総額の
変更

３

「

ひ
ろ
し
ま
フ
ー

ド
フ
ェ

ス
テ
ィ

バ
ル
」

開
催
費
補
助
金

ひろしまフードフェス
ティバル開催事業

　「食」を中心とし
た県内外の多様な交
流の場となる一大秋
祭りを創出し、広島
のすばらしさを実感
できるイベントを開
催する事業

　ひろしまフードフェスティバ
ル実行委員会が、県内外の多様
な交流促進のため、「食」を中
心としたイベントを開催するの
に要する経費

　補助金の総額の
変更

４

ひ
ろ
し
ま
地
産
地
消
推
進
事
業
費

補
助
金

ひろしま地産地消推進
事業

　ひろしま地産地消
推進県民条例（平成
23年広島県条例第24
号）に基づいて進め
る取組のうち、「地
産地消の理解促進」
並びに「県内農林水
産物の利活用の促
進」及び「生産者と
消費者の交流・協働
の促進」に係る施策
を推進する事業

　ひろしま地産地消推進協議会
が事業を行うのに要する経費

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

５

「

お
い
し
い
！
広
島
」

農
林
水
産

物
給
食
等
提
供
事
業
費
補
助
金

「おいしい！広島」農
林水産物給食等提供事
業

　県内小中学校にお
いて県産農林水産物
を提供し、食料品の
物価高騰により影響
を受けている学校給
食等を充実するとと
もに、食育活動の実
施により、県産農林
水産物の消費拡大や
子供達への地域への
愛着心醸成を図る取
組を支援する事業

　学校給食において提供する和
牛肉、水産物等の調達その他の
学校給食の充実を図るために知
事が必要と認める経費

　補助金の総額の
増、又は30％を超
える減

　事業の中止又は
廃止

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

定　　額

定　　額

　　　　 １／２
　ただし、１円未満の端
数があるときは、これを
１円に切り上げる

定　　額

１／２以内



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

６ 　

需要に応じた米の生産
推進事業

　消費者重視・市場
重視の考え方に立っ
て、需要に即応した
米づくりの推進を通
じて水田農業経営の
安定と発展を図るた
め、米の需給調整を
実施する事業

１　市町が事業実施主体の場合
　　需要に応じた米生産・販売
　　の推進に関する要領(平成
    26年4月1日付け25生産第35
    78号農林水産省生産局長通
    知。以下「推進要領」とい
    う｡)等に基づき市町が生産
　　調整方針の適切な運用に関
　　する助言・指導を行うのに
　　要する経費

　事業実施主体ご
との総事業費の
30％を超える増減

　事業内容の新設
又は廃止

２　広島県農業再生協議会が事
　業実施主体の場合
　　推進要領等に基づき広島県
　農業再生協議会が次の事業を
　行うのに要する経費
　(1) 米の需給調整取組状況の
　　把握・報告
　(2) 米の需給調整の推進に関
　　する助言等
  (3）翌年度米の県域の目安の
　　設定及び地域農業再生協議
　　会別の生産の目安等の情報
　　提供
　(4) 水稲生産実施計画書の作
　　成等
　(5) 協議会運営に係る経費

３　地域農業再生協議会が事業
　実施主体の場合
　　推進要領等に基づき地域農
　業再生協議会が行う次の事業
　に要する経費に対し、市町が
　補助するのに要する経費
　(1) 農業者別の生産の目安等
　　の設定方針の策定
　(2) 米の需給調整実施状況の
　　確認
　(3) 翌年産米の生産調整方針
　　作成者別の生産の目安等の
　　情報提供
　(4) 水稲生産実施計画書の作
　　成等

４　農業協同組合が事業実施主
　体の場合
　　推進要領等に基づき農業協
　同組合が行う次の事業に要す
　る経費に対し、市町が補助す
　るのに要する経費
　(1) 農業者別の生産の目安等
　　の配分
　(2) 水稲生産実施計画書の作
　　成等

７

１　野菜生産出荷安定
　資金造成円滑化事業

　計画的な野菜生産
と供給を目指し長期
的な野菜価格の安定
を図るため、野菜安
値補償準備金を造成
する事業

　広島県野菜価格安定資金協会
が野菜安値補償金の交付に要す
る資金を造成するのにあてるた
めの経費

　補助金の総額の
変更

　事業計画の変更

２　野菜安値補償準備
　金造成事業

　計画的な野菜生産
と供給を目指し長期
的な野菜価格の安定
を図るため、野菜安
値補償準備金を造成
する事業

　広島県野菜価格安定資金協会
が野菜安値補償金の交付に要す
る資金として、業務対象年間中
に造成する補償準備金にあてる
ための経費で国費補助分を除い
た経費
１　特定野菜事業
２　指定野菜事業

　補助金の総額の
変更

　事業計画の変更

生
産
調
整
推
進
対
策
事
業
費
補
助
金

野
菜
価
格
安
定
対
策
費
補
助
金

定　　額

２０／１００以内

定　　額



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

８
食
の
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ

ン
推
進
事
業
費

補
助
金

食のイノベーション推
進事業

　農水産事業者と多
様な業種の企業が連
携し、農水産事業者
の稼ぐ力を高めるこ
とに資する新規事業
の立ち上げを支援す
る事業

　新規事業の立ち上げに必要な
機械の導入その他の知事が必要
と認める経費

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

　事業主体の変更

９
第
4
6
回
全
青
連
全
国
大
会
開
催
事

業
費
補
助
金

第46回全青連全国大会
開催事業

　青果物に係る小売
業界全体の発展及び
消費者へのサービス
向上等を図るため、
「第46回全青連全国
大会「中国・四国広
島大会」」の開催を
支援する事業

　第46回全青連全国大会「中
国・四国広島大会」実行委員会
が行う、当該大会の開催に要す
る経費

　補助金の総額の
変更

１０
ひ
ろ
し
ま
型
ス
マ
ー

ト
農
業
普
及
支

援
事
業
費
補
助
金

ひろしま型スマート農
業普及支援事業

　スマート農業技術
の普及を図るため、
産地等における機
械・システムの導入
や農業支援サービス
事業体の育成等を支
援する事業

　産地単位でスマート農業技術
の普及を図るための実証に必要
となる機械・機器等のリースに
よる導入その他の知事が必要と
認める経費

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

１　事業内容の新
設又は廃止
２　事業主体の変
更
３　成果目標の変
更

１１

地
域
畜
産
振
興
事
業
費
補
助
金

肉用子牛価格安定対策
事業

　肉用子牛生産者積
立金の一部を助成す
ることにより子牛生
産者の経営安定を図
る事業

　（一社）広島県畜産協会が、
肉用子牛の価格差補てん積立金
の造成を行うのに要する経費

　補助金の総額の
変更

　生産者積立金積
立計画の変更

１２

広島血統和牛増産事業 １　広島血統繁殖雌
牛借受促進支援
　広島血統繁殖雌牛
の借受及び飼養を促
進する事業

　全国農業協同組合連合会広島
県本部が所有する広島血統繁殖
雌牛を借り受けて、一定の期間
飼養し、子牛を生産するのに要
する経費

　総事業費の30%
を超える増減

２　保留促進支援
　広島血統子牛の保
留を促進する事業

　広島血統の子牛を保留するの
に要する経費

　総事業費の30%
を超える増減

定　　額
（ただし、250万円を上

限とする。）

定額、１／２以内
（ただし、１地区当たり

400万円以内）

定　　額
（ただし、１頭当たり10

万円以内）

定　　額
（ただし、１頭当たり10

万円以内）

定　　額

定　　額

広
島
血
統
和
牛
増
産
事
業

費
補
助
金



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

１２

広
島
血
統
和
牛
増
産
事
業
費

補
助
金

３　受精卵産子の直
接取引促進支援
　県内の酪農経営者
が生産した広島血統
子牛を、県内の肥育
経営者へ直接取引す
る場合において、酪
農経営者が販売取引
をした頭数に応じた
支援金を交付する事
業

　広島県酪農業協同組合その他
の知事が必要と認める者が、酪
農経営者に対し、支援金を交付
するために必要な経費

　総事業費の30%
を超える増減

１３

１　配合飼料価格安定
制度生産者負担金支援
事業

　配合飼料価格安定
対策事業補助金交付
等要綱（昭和50年2
月13日付け50畜B第
303号農林事務次官
依命通知）に規定す
る配合飼料価格安定
基金が、業務方法書
による通常価格差補
てんを行う場合にお
いて、畜産経営者が
負担する通常補てん
積立金（以下「積立
金」という。）の一
部を助成する事業

　一般社団法人広島県配合飼料
価格安定基金協会その他の知事
が必要と認める者が、畜産経営
者に対し、積立金の一部を助成
するのに要する経費

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

　事業主体の変更

２　酪農・和牛経営体
飼料費支援事業

　県内の酪農経営
者、和牛肥育経営者
及び和牛繁殖経営者
が飼養している経産
牛、育成牛、和牛の
頭数に応じ、支援金
を交付する事業

　広島県酪農業協同組合その他
の知事が必要と認める者が、酪
農経営者、和牛肥育経営者及び
和牛繁殖経営者に対し、支援金
を交付するために必要な経費

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

　事業主体の変更

３　自給飼料生産機械
導入支援事業

　畜産経営体等が自
給飼料生産に必要な
機械を導入する費用
の一部を助成する事
業

　市町その他知事が必要と認め
る者が、自給飼料生産機械導入
事業を行うのに要する経費又は
市町が自給飼料生産機械導入事
業に補助するのに要する経費

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

　事業主体の変更

１４

漁
業
経
営
安
定
対
策
事
業
費

補
助
金

漁業共済対策赤潮特約
事業

　赤潮による漁業被
害は、現在の漁業共
済制度では救済でき
ないため特約制度が
創設されておりこの
制度の活用を促進し
漁業経営の安定を図
る事業

　知事が別に定める条件におい
て、広島県漁業共済組合が行う
養殖共済について、異常な赤潮
による損害を補てんする旨の特
約（以下「赤潮特約」という。)
に係る赤潮特約掛金に要する経
費

　補助金額の100
千円以上の減少又
は補助金額の増加

１５

広
域
漁
協
合
併
推
進
支
援
事
業
費

補
助
金

広域漁協合併推進支援
事業

　沿海漁業協同組合
による広域漁協合併
推進の取組を支援す
る事業

　新設される合併漁協の本所・
支所における会計処理業務の効
率化を図るため、財務会計シス
テムの導入に要する経費

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

　事業実施主体の
変更

　補助対象事業費又は間
接補助事業費の１／２以

内
（ただし、500万円を上

限とする。）

　　　 １／３相当
（ただし、赤潮特約掛金
から国の補助に係る部分
を除いた額）

１／２以内

定　　額
（ただし、１頭あたり１

万円以内）

定　　額
（ただし、経産牛（酪

農）１頭当たり
35,000円以内、

育成牛（酪農）１頭当た
り17,500円以内、肥育牛
（和牛）31,000円以内、
繁殖牛（和牛）22,000円

以内）)

定　　額
（ただし、１トン当たり

400円以内）

畜
産
経
営
生
産
体
質
強
化
改
善
緊
急
支
援
事
業
費
補
助
金



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

１６

瀬
戸
内
水
産
資
源
増
大
対
策

事
業
費
補
助
金

瀬戸内水産資源増大対
策事業

　就業相談から研
修・就業・自立した
経営まで、一貫した
人材育成体系を確立
し、新規就業者を増
加・定着させる事業

　県漁業関係団体で構成する研
修機関が研修を実施するのに要
する経費

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

　事業内容の新設
又は廃止

１７

１　漁場環境緊急修復
　事業

　海砂利の採取等に
よる効用が低下した
漁場において、魚礁
設置等の漁場基盤の
整備に努め、漁場の
生産力の回復と向上
を図る事業

　市町及び（公財）広島県漁業
振興基金が次の事業を行うのに
要する経費又は漁業協同組合が
次の事業を行うのに要する経費
に対し市町が補助するのに要す
る経費
１　魚礁設置事業
２　つきいそ事業
３　その他

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

　事業実施主体の
変更

２　漁場生産性向上事
　業

　海底の貧酸素化や
温暖化、貧栄養化等
の環境変化によって
低下した漁場の生産
性の向上を図る事業

　市町、（公財）広島県漁業振
興基金及びその他知事が適当と
認める者が、次の事業を行うの
に要する経費又は漁業協同組合
及び市町や漁業者で組織される
団体が次の事業を行うのに要す
る経費に対し市町が補助するの
に要する経費
１　海底環境改善事業（海底耕
　　うん、底質改善剤散布等）
２　餌料培養礁設置事業
３　その他

　事業に要する経
費の30％を超える
増減

　事業実施主体の
変更

１８

か
き
殻
有
効
活
用
対
策
推
進

事
業
費
補
助
金

かき殻有効活用対策推
進事業

　広島かきの持続的
な養殖生産の確保を
図るため、かき殻の
新たな用途を創出す
る取組を支援する事
業

　かき殻を活用した新たな製
品・用途の開発や、かき殻製品
の利用拡大の取組を行うのに要
する経費
１　かき殻を活用した新たな製
品・用途の開発の取組
２　かき殻製品の利用拡大の取
組

　補助金の総額の
増、又は30％を越
える減

１９

１　かき養殖再生産緊
急支援事業

　へい死被害や物価
高の影響等を受けた
かき養殖経営体がか
きを吊り直す必要が
生じた筏（以下「対
象筏」という。）を
新たに仕立てるため
の費用の一部を助成
する事業

　市町が漁業協同組合を通じ
て、かき養殖経営体に対し、ま
たは漁業協同組合が、かき養殖
経営体に対し、対象筏を新たに
仕立てる経費の一部を助成する
のに要する経費

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

２　かき生産改善実証
事業

　環境変化に対応し
たかきのへい死防止
対策の実証試験を行
い、その効果を検証
する取組を支援する
事業

　広島県漁業協同組合連合会が
漁業協同組合に対し、かき生産
改善実証試験を実施するための
経費を補助するのに要する経費

　補助金の総額の
増 、又は30％を
超える減

　補助対象事業費又は間
接補助事業費の２／３以
内

か
き
生
産
安
定
緊
急
対
策
事
業
補
助
金

定額
（ただし、筏１台当たり

50万円以内）

定額
（ただし、

１の取組は200万円を上
限、

２の取組は300万円を上
限とする。）

漁
場
基
盤
改
良
事
業
費
補
助
金

定額
（ただし、１取組当たり

600万円を上限とす
る。）

　補助対象事業費又は間
接補助事業費の１／２以
内

１／４以内



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

２０

農
村
基
盤
整
備
推
進
事
業
費
補
助
金

１　小規模農業基盤整
　備事業

　地域の実情に即し
た基盤づくりを行う
ため、団体営事業の
基準に達しない小規
模な農業基盤の整備
を行う事業

　市町、その他知事が適当と認
める者が、次の事業を行うのに
要する経費又は市町がこれらに
補助するのに要する経費

１　かんがい排水事業
２　農道整備事業
 (1)  一般事業
 (2)  農道ほ装事業
３　ほ場整備事業
４　老朽ため池補強事業

離島・山村
 
  補助対象
事業費又は
間接補助事
業費の5／
10以内

  5／10 〃
  5／10 〃
  5／10 〃
  5／10 〃
　ただし、
１及び２の
経費に係る
転作条件整
備分は3／
10以内

　一　　般
 
補助対象事
業費又は間
接補助事業
費の4.5／
10以内

 4.5／10〃
 4.5／10〃
 4.5／10〃
 4.5／10〃
　ただし、
１及び２の
経費に係る
転作条件整
備分は3／
10以内

１　経費の欄に掲
　げる事業ごとの
　補助金額の変更

２　事業実施地区
　の事業費の30％
　を超える増減

　事業実施地区の
新設又は廃止

　農業農村の基礎的
資源である農地・農
業用施設等を適切に
保全管理するため、
集落単位の管理保全
計画の策定及びその
計画に基づく施設等
の改修・機能強化等
の整備を行う事業

５　農業農村資源保全管理事業
　(1)  一般事業
　(2)  国庫補助補完事業

 　補助対
象事業費又
は間接補助
事業費の１
／２以内

  補助対象
事業費又は
間接補助事
業費の１／
２以内

２　土地改良施設維持
　管理適正化事業

　土地改良施設管理
者の高い意識の下で
の土地改良施設の適
正な維持管理及び機
能保持、耐用年数の
確保を図るととも
に、国土強靱化や施
設管理の省エネル
ギー化等を推進する
ため、農業水利施設
の定期的整備補修及
び施設整備を行う事
業

　広島県土地改良事業団体連合
会が知事と協議して認定した者
による農業用水利施設の定期的
整備補修及び施設整備のための
資金として、全国土地改良事業
団体連合会が管理運営する土地
改良施設維持管理適正化資金の
造成及び財政融資資金の償還に
充てるために、広島県土地改良
事業団体連合会が全国土地改良
事業団体連合会へ拠出する経費

　補助金の総額の
変更

３　土地改良施設維持
　管理事業

　公共性の高い基幹
水利施設の効用を適
正に発揮させるた
め、整備補修等を行
う事業

　広島中部台地土地改良施設管
理組合が行う基幹水利施設で知
事が認めたものの維持管理に要
する次の経費
１　施設の適正管理に必要な点
　検整備費、施設管理費、施設
　費、調査費、諸油脂費及び整
　備補修費
２　施設運用のために必要な基
　本電力料及び使用電力料
３　ダム管理主任技術者設置費
４　その他

　補助金の総額の
変更

４　高生産性農業集積
　促進事業

　ほ場整備事業等の
実施を契機として、
将来の農業生産を担
う効率的・安定的な
農業を営み、又は営
むと見込まれる者へ
のより質の高い農用
地の利用集積を促進
し、生産性の高い農
業構造の実現を図る
事業

　市町が基盤整備地区におい
て、対象となる基盤整備事業の
採択時から完了時までに、当該
事業の計画に位置づける担い手
に対して行った農地の利用集積
実績に応じて、受益農家の土地
改良事業負担金の一部に相当す
る額を助成する経費

　地区相互間の経
費の額の流用

　事業実施地区の
新設又は廃止

土地改良区等が行う土地
改良施設の整備及び補修
に要する経費の３／１０

以内

１／２以内

定　　額



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

２０

農
村
基
盤
整
備
推
進
事
業
費
補
助
金

５　ため池緊急整備事
　業

　崩壊の危険性があ
り、下流において重
大な損害を与える恐
れのあるため池等を
緊急に整備する事業

　市町、その他知事が適当と認
める者が事業を行うのに要する
経費又は市町がこれらに補助す
るのに要する経費

 離島・山
村

　補助対象
事業費又は
間接補助事
業費の5／
10以内

　ただし、
別に定める
地区は定額

　一　　般

　補助対象
事業費又は
間接補助事
業費の4.5
／10以内

　ただし、
別に定める
地区は定額

１　事業ごとの補
　助金額の変更

２　事業実施地区
　の事業費の30％
　を超える増減

　事業実施地区の
新設又は廃止

６　園芸作物条件整備
　事業

　早期の園芸産地の
拡大や担い手の経営
高度化を図るため、
簡易な基盤の整備を
行う事業

　市町が次の基盤整備を実施す
る事業を行うのに要する経費

１　農業用用排水施設
２　排水対策
３　土層改良
４　区画整理（換地を伴わない
　もの）
５　農作業道
６　その他

１　補助金の総額
　の変更

２　事業実施地区
　の事業費の30％
　を超える増減

　事業実施地区の
新設又は廃止

２１

企
業
参
入
農
地
再
生
事
業
費
補
助
金

企業参入農地再生事業 　市町が企業の農業
参入を促進するた
め、市町の策定する
「企業参入農地再生
計画」に基づき農業
基盤整備事業を実施
する場合において、
農業基盤整備事業費
の一定割合に相当す
る額を支援する事業

　参入企業等が農業経営するに
あたり、市町がその促進に要す
る経費

　年度事業費の
増、又は30％以上
の減

２２

１　林道開設事業 　林道の開設を行う
事業

　市町及び森林組合が、県単独
林道の開設に要する経費
１　離島振興対策地域又は過疎
　地域（過疎地域の持続的発展
　の支援に関する特別措置法附
　則第７条第１項に規定する特
　定市町を含む）及び振興山村
　地域
２　その他の地域

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

１　路線の新設、
　廃止

２　事業量(延長)
　の30％を超える
　増減

２　林道改良事業 　林道の改良を行う
事業

　市町及び森林組合が、県単独
林道の改良に要する経費
１　離島振興対策地域又は過疎
　地域（過疎地域の持続的発展
　の支援に関する特別措置法附
　則第７条第１項に規定する特
　定市町を含む）及び振興山村
　地域
２　その他の地域

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

１　路線の新設、
　廃止

２　事業量(延長)
　の30％を超える
　増減

３　林道舗装事業
　
　林道の舗装を行う
事業

　市町及び森林組合が、県単独
林道の舗装に要する経費
１　離島振興対策地域又は過疎
　地域（過疎地域の持続的発展
　の支援に関する特別措置法附
　則第７条第１項に規定する特
　定市町を含む）及び振興山村
　地域
２　その他の地域

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

１　路線の新設、
　廃止

２　事業量(延長)
　の30％を超える
　増減

４／１０

１／３

５／１０

４．５／１０

        定　　額
（ただし、農業基盤整備
事業費の５／１００以
内）

　
　１／２以内

県
単
独
林
道
整
備
事
業
費
補
助
金

５／１０

４．５／１０



別表１（第２条関係）　

経費の配分
の変更

事業の内容
の変更

補 助
金 名

事　　業　　名 事　業　内　容 経　　　　　　費 補　　助　　率
重要な変更

２３

１　林業リーディング
　モデル養成事業

　林業経営者の経営
環境の整備支援

　林業経営者が行う組織改善の
ための取組に要する経費

　補助金の総額の
変更

２　非住宅木造設計支
援事業

　住宅以外の建築物
の木造化をすすめる
ため、県産材等を利
用する建築物の設計
を支援する事業

　設計者が住宅以外の建築物を
木造で設計するのに要する経費

木材使用量
に占める県
産木材割合
が50％を超
える場合

１／３以内
（補助限度
額200万
円）

木材使用量
に占める県
産材割合が
50％を超え
る場合

１／２以内
（補助限度
額200万
円）

　補助金の総額の
増、又は30％を超
える減

３　再造林推進連携モ
デル事業

　主伐事業者と造林
事業者の連携による
再造林の実施を支援
する事業

　林業経営体が森林所有者等へ
の働きかけ等に要する経費

　補助金の総額の
増、又は30％を超
える減

４　森林集約化事業 　森林の所有権移転
を支援する事業

　林業経営体が森林経営計画策
定のために購入した土地の所有
権移転登記に要した司法書士等
への報酬経費

　補助金の総額の
増、又は30％を超
える減

５　林業経営改善支援
事業

　林業従事者の確
保・育成を図るた
め、林業経営体の雇
用管理の改善及び事
業の合理化等を支援
する事業

　林業労働力確保支援センター
に知事が指定した者が広島県林
業労働力の確保の促進に関する
基本計画に定める業務を実施す
るために必要な経費

１　林業経営体に対する雇用管
　理の改善、事業の合理化の指
　導等に要する経費
２　林業従事者に対する技能向
　上と安全対策等の研修に要す
　る経費
３　林業従事者の確保・育成等
　に要する経費

　補助金の総額の
増、又は30％を超
える減

２４

林
業
生
産
基
盤
強
化
対
策

事
業
費
補
助
金

再造林推進事業 　市町有林における
再造林の推進を支援
する事業

　市町が行う再造林及び保育等
に要する経費

　補助金の30％を
超える増減

２５ 　

小
規
模
崩
壊
地
復
旧
事
業

費
補
助
金

小規模崩壊地復旧事業 　荒廃林地の復旧及
び荒廃のおそれのあ
る林地の予防工事又
は松くい虫被害等の
ため倒木により災害
を助長するおそれの
ある箇所の予防的工
事を行う事業

　小規模崩壊地の復旧に要する
経費

　事業主体ごとの
総事業費の30％を
超える増減

１　事業実施箇所
　の新設又は廃止

２　主要工種の追
　加又は廃止

森
林
経
営
管
理
推
進
事
業
費
補
助
金

１／２

定　　額

定　　額

定　　額

定　　額

定　　額



別 表 ２（第２条関係） 

本   表 

事    業    名 事   業   内   容 経     費 補  助  率 
補 助 金 の 

計 算 期 間 
補 助 金 額 の 算 定 方 法 

１ 農業振興資金利子補給 

 補助事業 

市町と融資機関との契約に基づき、あ

らかじめ市町長の承諾を得て付表１に掲

げる資金の貸付を行った融資機関又は融

資機関から付表１に掲げる資金を借り入

れた農業者に対して、市町が行う利子補

給又は利子助成に対する補助事業 

  

 当該利子補給又は利

子助成に要する経費 

 付表１に定める率 

 

 毎年１月１日から

12月31日までの期 

間 

 

 当該資金の補助率ごとに算出し

た融資平均残高（計算期間中の毎

日の最高残高（延滞額を除く。）

の総和を３６５で除して得た金額

とする。）に対し、それぞれ当該

利子補給率又は利子助成率の割合

で計算した金額の合計額とする。 

２ 漁業振興資金利子補給 

 補助事業 

市町と融資機関との契約に基づき、あら

かじめ市町長の承諾を得て付表２に掲げる

資金の貸付又は補助を行った融資機関に対

して、市町が行う利子補給に対する補助事

業 

当該利子補給に要す

る経費 

付表２に定める率 毎年１月１日から

12 月31 日までの期

間 

当該資金の補助率ごとに算出し

た融資平均残高（計算期間中の毎

日の最高残高（延滞額を除く。）

の総和を３６５で除して得た金額

とする。）に対し、それぞれ当該

利子補給率の割合で計算した金額

の合計額とする。 

３ 畜産経営体質強化支援

資金利子補給補助事業 

市町と融資機関との契約に基づき、あら

かじめ市町長の承諾を得て付表 3 に掲げる

資金の貸付又は補助を行った融資機関に対

して、市町が行う利子補給に対する補助事

業 

 当該利子補給に要す

る経費 

付表３に定める率 応答日型とする。  当該資金の補助率ごとに算出し

た融資平均残高（計算期間中の毎日

の最高残高（延滞額を除く）の総和

を３６５で除して得た金額とす

る。）に対し、それぞれ当該利子補

給率の割合で計算した金額の合計

額とする。 

４ かき養殖経営安定緊急 

対策資金利子補給補助事 

 業 

 令和７年度漁期におけるかきのへい死や

物価高の影響等による経営安定を図るため、

市町と融資機関との契約に基づき、あらかじ

め市町長の承諾を得て付表４に掲げる資金

の貸付又は補助を行った融資機関に対し、市

町が行う利子補給に対する補助事業 

当該利子補給に要す

る経費 

付表４に定める率  毎年１月１日から 

12月31日までの期 

間 

 当該資金の補助率ごとに算出し

た融資平均残高（計算期間中の毎日

の最高残高（延滞額を除く。）の総

和を３６５で除して得た金額とす

る。）に対し、それぞれ当該利子補

給率の割合で計算した金額の合計

額とする。 

５ 土地改良負担金総合償 

 還対策事業 

 土地改良事業の地元負担の軽減を図るた

め、農家負担金軽減支援対策事業実施要綱

（平成23年4月１日付け22農振第2304号

農林水産事務次官依命通知）に基づき事業実

施主体が行う利子補給に対する補助事業 

 当該利子補給に要す

る経費 

 1／2 

 ただし、１円未満の端数

があるときは、これを１円

に切り上げる。 

 毎年１月１日から

12月31日までの期 

間 

 利子補給契約ごとに補助率を乗

じて得た金額を合計する。 

 

備考 この表において、「融資機関」とは、農業振興資金及び畜産経営体質強化支援資金にあっては、農業協同組合法第10 条第１項第2号及び第3号の事業を併せて行う農業協同組合及び農業協同組合連

合会（以下「農協」という。）、広島県信用農業協同組合連合会、日本政策金融公庫、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用組合を、漁業振興資金にあっては、水産業協同組合法第11条第１項第１号

の事業を営む広島県信用漁業協同組合連合会をいう。 

    「応答日型」とは、毎年の貸付応答日から翌年の貸付応答日の前日までの期間を補助金の計算期間とするものをいう。 



区分

アグリトピアゼロ資金 　各号資金毎に定め

（平成１５年４月１日か る額又は１億円のい

ら平成１８年３月３１日 ずれか低い額で、か

までに利子補給承諾を受 つ、１借入者の合計

けたものに限る。） 貸付限度額は１億円

（農業経営基盤強化資金） 貸付後10年間 25年以内 　農業経営基盤強化資金実施要綱 １億円 貸付後

　農業経営改善計画等の達成に （10年以内） （平成６年６月２９日付け６農経 10年間

必要な農業経営基盤強化資金　 10年間経過後 Ａ第６６５号農林水産事務次官依 10年間

命通知）第３の１に定める農業者 経過後

であって、特別融資制度推進会議

設置要綱（平成１３年９月２１日

付け１３経営第２９３１号農林水

産事務次官依命通知）第１に定め

る特別融資制度推進会議において

認定された者

金及び農業経営改善促

　農業経営基盤強化資

経Ａ第６６６号農林水

年６月２９日付け６農

進資金の金利水準に関

産省経済局長通知）に

定める利率

付　表１　農 業 振 興 資 金

する取扱要領（平成６

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

１/２以内

１/２以内

補助対象
期　　間

償還期限
(据置期間)

貸付対象者 貸付限度額
補助率事

業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率
県の補助率

無利子



区分

農業経営基盤強化資金 　農業経営改善計画等の達成に 25年以内 　農業経営基盤強化資金実施要綱 　農業経営基盤強化 貸付期間

(平成２２年３月３１日ま 必要な農業経営基盤強化資金  （10年以内） （平成６年６月２９日付け６農経 資金実施要綱（平成

でに利子補給承諾を受け Ａ第６６５号農林水産事務次官依 ６年６月２９日付け

たものに限る。） 命通知）第３の１に定める農業者 ６農経Ａ第６６５号

であって、特別融資制度推進会議 農林水産事務次官依

設置要綱（平成１３年９月２１日 命通知）第３の３に

付け１３経営第２９３１号農林水 定める額

産事務次官依命通知）第１に定め

る特別融資制度推進会議において

認定された者

    個人　　１億円 貸付後

　  法人　　３億円 ５年間

　   ただし、それぞ

   れ、５００万円を

   超える貸付とする。

た利率

補助対象
期　　間県の補助率

償還期限
(据置期間)

貸付対象者 貸付限度額
補助率

１/２以内

経Ａ第６６６号農林水

成２０年９月３０日付

　株式会社日本政策金

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

の規定に基づき、同条

１/２以内

年６月２９日付け６農

　農業経営基盤強化資

産省経済局長通知）に

進資金の金利水準に関

する取扱要領（平成６

金及び農業経営改善促

補給承諾を受けたもの

める率から２％を減じ

める利率

定める率（平成２２年

３月３１日までに利子

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率

融公庫法附則第３５条

貸付後５年間

に限る。）

け財務省・農林水産省

の規定に基づき、同条

告示第３５号）２に定

　株式会社日本政策金

率を定める等の件（平

成２０年９月３０日付

５年間経過後

の主務大臣の定める利

の主務大臣の定める利

率を定める等の件（平

融公庫法附則第３５条

け財務省・農林水産省

告示第３５号）２に定



区分

農業災害等特別対策資金 　暴風雨、豪雨等の災害（知事の

指定するものに限る｡)によって、

被害を受けた農業者に対し、農業

経営、生活の安定に必要な資金及

び農業用施設等の再取得等に必要

な資金　　　　　　　　　　　　

１　被害農業者救済資金 7年以内 　農業を営む者であって、農作物 　個人 貸付期間

農業経営の維持及び生活の （1年以内） 等の損失額が平年農業総収入額の 　　 　 ２００万円

　安定に必要な資金 10％以上であることについて、市 　(ただし、被害の対

町長の認定を受けた者 　象が果樹又は家畜

　の場合５００万円)

　法人

　　１，０００万円

　又は農作物等の損

失額のいずれか低い

額　　　　　　　　

（知事が特に必要が

あると認めたときは

その承認した額）

　ただし、１農業者

当たりの最低融資額

10万円　　　　　　

２　農業施設災害特別資金 　政令第２条 　農業施設等に大きな被害を受け 　融通法第２条第３ 　農業近代化資金のうち 貸付けの

　　被害を受けた農業施設の取得 の表に規定す たため、新たにこれと同種の農業 項第１号に定める額 次に掲げる資金　　　　 日から10

　等に必要な資金（農業近代化資 る期間　　　 用施設の取得、改良又は果樹の植 ・第１号資金（建構築物  年間

　金の対象となるもので次に掲げ 栽等を必要とする農業を営む者で 　造成資金及び農機具等

　るものに限る。） あって、その旨を市町長が証明 　取得資金に限る。）　

・第１号資金（建構築物造成資金 したもの ・第２号資金（果樹等植

　及び農機具等取得資金に限る｡) 　栽育成資金及び花き・

・第２号資金（果樹等植栽育成資 　花木植栽育成資金に限

　金及び花き・花木植栽育成資金 　る。）　　　　　　　

　に限る。） ・第３号資金（家畜購入

・第３号資金（家畜購入資金に限 　資金に限る。）　　　

　る。）

貸付対象者 貸付限度額
償還期限
(据置期間)

年3.00％以内 １/２以内

補助率

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率

年3.00％以内

補助対象
期　　間県の補助率

１/２以内



区分

家畜疾病経営維持資金 　畜産特別支援資金融通事業実施

要綱（平成25年２月26日付け24農

畜機第4699号。以下「畜特実施要

綱」という。）別添２の別表１に

規定する対象家畜伝染病（以下「

対象家畜伝染病」という。）の発

生により、損害を受けた畜産経体

に対し経営再開及び維持に必要な

資金

１　経営再開資金 7年以内 　家畜伝染病予防法（昭和26年法 個人２，０００万円 貸付期間

　　対象家畜伝染病の発生に伴う （3年以内） 律第166号）に基づく患畜の殺処　　 法人８，０００万円

　家畜等の処分により経営の停止 分の対象となった畜産経営体であ

　又はこれに準ずる深刻な影響を って、畜特実施要綱別添２の第３

　受けた者に対する経営再開に必 に定める畜産経営維持計画（以下

　要な資金 「畜産経営維持計画」という）の

知事等の承認を受けたもの

２　経営継続資金 7年以内 　家畜伝染病予防法に基づく移動 　乳用牛　　　13万円／頭 貸付期間

　　対象家畜伝染病の発生に伴う （3年以内） 又は搬出制限区域の畜産経営体で 　肥育用牛　　13万円／頭

　家畜等及び畜産物の移動・搬出 あって、畜産経営維持計画の知事 　繁殖用雌牛　

　制限等により経営継続が困難と 等の承認を受けたもの 　　　　　６万５千円／頭

　なった者に対する経営継続に必 　肥育豚　１万３千円／頭

　要な資金 　繁殖豚

　　　　　２万６千円／頭

　家きん　　 　520円／羽

　繁殖用めん羊及び山羊

　　　　　１万３千円／頭

　畜特実施要綱別添２の別

　表３に定める家畜１頭当

　りの額

償還期限
(据置期間)

貸付対象者 貸付限度額
c 補助対象

期　　間県の補助率

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

　無利子 １/２以内

　無利子 １/２以内

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率



区分

アグリチャレンジ・ゼロ 　新規就業者の定着・確保につな

資金 がる挑戦的な取組に必要な資金

（長期的運転資金を除く。）

１　雇用拡大等支援資金 25年以内 　農業経営基盤強化法（昭和55 個人 １/２以内 貸付後

　雇用環境の整備及び雇用を伴う規 （10年以内） 年法律第65号）第13条第１項の 3,600万円以内 ７年間

模拡大に必要な資金 認定農業者であって、知事が別 法人

に定める要件を満たすもの 7,200万円以内

２　経営開始支援資金 17年以内 　認定農業者又は農業経営基盤 個人 １/２以内 貸付後

　農業経営の開始に必要な資金 （５年以内） 進法第14条の５の認定就農者で 1,800万円以内 ７年間

あって、知事が別に定める要件 法人 （10年間）

を満たすもの 3,600万円以内

　　備　考　１　この表において「農業者」とは、農業（畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。）を営む個人、法人及び農業を営む者の組織する法人でない団体をいう。

　　　　　　２　この表において「融通法」とは、農業近代化資金融通法（昭和36年法律第202号）をいう。

　　　　　　３　この表において「政令」とは、農業近代化資金融通法施行令（昭和36年政令第346号）をいう。

　　　　　　４　この表において「公庫法」とは、株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）をいう。

　　　　　　５　貸付利率及び利子補給率については、知事が別途定めるものとする。

し、果樹及びアスパラ

ガスの経営面積が全経

　年3.3％以内

貸付後７年以内

無利子

　ただし、利子補給又

は利子助成上限率

　年3.3％以内

営面積の過半を占める

場合10年以内）

無利子

　ただし、利子補給又

は利子助成上限率

県の補助率

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率
償還期限
(据置期間)

貸付対象者 貸付限度額
c

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

貸付後７年以内（ただ

補助対象
期　　間



付 表 ２　　漁業振興資金

区 分

  漁業災害特別対策資金 　暴風雨、豪雨等の災害（知事の指定する
ものに限る｡）によって被害を受けた漁業者
に対し、漁業の再生産に必要な資金及び漁
業用施設等の再取得等に必要な資金

１　被害漁業者救済資金
　漁業経営の維持に必要な資金

７年以内
（1年以内）

　天災については、漁業を
営むものであって、水産物
等の損失額が平年漁業総収
入額の10％以上であること
について、市町長の認定を
受けたもの

　風評被害については、漁
業を営むものであって、風
評被害を受けた期間の水揚
げ高が、前年同時期の水揚
げ高と比較して、10％以上
低下していることについ
て、市町長の認定を受けた
もの

　個人200万円、
法人1,000万円
　または水産物等の損
失額のいずれか低い額
　（知事が特に必要が
あると認めたときは、
その承認した額）
　ただし、１漁業者当
たりの最低融資額は10
万円

　個人200万円、
法人1,000万円
　または水揚げ高低下
による被害額のいずれ
か低い額
　（知事が特に必要が
あると認めたときは、
その承認した額）
　ただし、１漁業者当
たりの最低融資額は10
万円

貸付期間

貸付期間

２　漁業施設災害特別資金
　被害を受けた漁業施設の復旧等に必要な
資金（漁業近代化資金の対象となるもので
次に掲げるものに限る。）
・１号資金（漁船）
・２号資金（漁船漁具保管施設等）
・３号資金（漁場改良造成用機具等）
・４号資金（漁具等）
・５号資金（水産動植物の種苗購入等）

　政令第２条の
表に規定する期
間

　漁業を営むものであっ
て、漁業施設等に大きな被
害を受けたため、新たにこ
れと同種の漁業用施設の造
成、取得、改良を必要とす
る旨を市町長が証明したも
の

　融通法第２条第３項
第1号に定める額

　漁業近代化資金第1
号から第５号までの資
金

　貸付の
日から10
年以内

備考　１　この表において「融通法」とは、漁業近代化資金融通法（昭和44年法律第52号）をいう。

　　　２　この表において「政令」とは、漁業近代化資金融通法施行令（昭和44年政令第209号）をいう。

　　　３　貸付利率及び利子補給率については、知事が別途定めるものとする。

貸 付 限 度 額

補 助 率
補助対象
期 間県 の

補 助 率

漁
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

年3.0％以内 １／２以内

１／２以内

年3.0％以内 １／２以内

事

業

名

資 金 の 種 類 資 金 の 内 容 貸 付 利 率
償 還 期 限
( 据 置 期 間 )

貸 付 対 象 者



区分

　畜産経営体質強化支援 　意欲ある畜産経営体の既往負債 ２５年以内 　畜産クラスター計画における中 　知事の承認を受けた経 貸付期間

資金 の償還負担を軽減し、経営改善の （５年以内） 心的な経営体又は認定農業者のう 営体質強化計画の借入計

取組を促進する経費○○○○○○ ち、酪農又は肉用牛経営を営む者 画額

○○○   

  

 

 

備考　利子補給率については、知事が別途定めるものとする。

に定める利率以内（

間を無利子とする。）

補助対象
期　　間県の補助率

畜
産
経
営
体
質
強
化
支
援
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

　畜産・酪農収益力強 １/２以内

化総合対策基金等事業

実施要領（平成２８年

償還期限
(据置期間)

ただし、貸付当初５年

貸付対象者 貸付限度額
補助率

１月２０日付２７生畜

第１６２１号）別紙５

の別添１の５の（４）

付　表 ３　畜 産 経 営 体 質 強 化 支 援 資 金

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率



区分

かき養殖経営安定 　かきへい死による収入減や物価 １０年以内 　かき養殖業を営むものであっ 　５,０００万円又 貸付期間

緊急対策資金 高の影響等により、一時的に経営 （２年以内） て、かき養殖収入額が、前年同 は令和７年度産かき

に支障をきたすかき養殖経営体に 時期の収入額と比較して１０％ 養殖資金不足額のい

対する養殖経営の維持・安定に必 以上低下していることについて、 ずれか低い額

要な運転資金 市町長の認定を受けたもの

（令和８年３月３１日までに利

子補給承諾を受けたものに限る

。）

備考　利子補給率については、知事が別途定めるものとする。

補助対象
期　　間県の補助率

か
き
養
殖
経
営
安
定
緊
急
対
策
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業

　無利子 １/２以内

　ただし、利子補給

償還期限
(据置期間)

貸付対象者 貸付限度額
補助率

率として３．７０％

以内

付　表　４　　か き 養 殖 経 営 安 定 緊 急 対 策 資 金

事
業
名

資金の種類 資金の内容 貸付利率
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別記 

様式第１号 補助金交付申請書（第３条関係） 

 

 

            年度     事業 

        補助金交付申請書 

 

                             第       号            

                                 年  月  日 

 

   広 島 県 知 事 様 

 

                       市町長       氏     名 

                        又は団体の所在地 

                        団体の名称 

                        代表者      氏     名 

 

      年度において、別紙事業計画（実績）書及び収支予算書のとおり事業を実施したいので（した

ので）、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱第３条の規定により補助金         円の

交付を申請します。 

 

   事 業 名                   申 請 額                

                  事 業                     円 

                  事 業  

                  事 業  

 

（交付の方法） 

  （この補助金は概算払により交付してください。） 

 

注 １ 市町が補助金交付申請者である場合にあっては、「及び収支予算書」を削ること。 

  ２ 別表２に掲げる補助金については、括弧書きの文言とすること。 

  ３ 複数の事業をまとめて補助金交付申請する場合、    年度広島県農林水産業関係単独事業補 

   助金交付申請書とし、補助金の内訳を記載すること。 

  ４ 概算払の方法により補助金の交付を受けたい場合は、その旨を記載すること。 
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様式第２号（その１）事業計画（実績）書（共通様式１～一般事業関係） 

 

事 業 計 画（変更計画・実績）書 

（事業名       事業） 

 

１． 事業の目的 

２． 事業の内容及び経費の配分 

（１） 事業の内容 

（２） 経費の配分 

 

 区      分 
補助事業に要す

る（した）経費 

   負    担    区    分 

県補助金 市町費 自己負担  そ の 他     

              円       円       円       円       円       円 

 

３． 事業開始（予定）年月日 

事業完了（予定）年月日 

 

注 １ この事業計画（変更計画・実績）書は別に定めるものを除き、共通様式である。 

  ２ 複数の事業について同時に申請、実績報告を行う場合は事業ごとに別葉とする。 

  ３ 事業の内容は次の記載例による。 

 

（１）各種研修会、会議、大会等の開催事業の場合 

会議等の名称 内  容 
開催時期

（回数） 
対象者 参加人数 

経      費 

区    分 金  額 摘  要 

  

 年 月 日 

     人 

旅    費 

テキスト 

    円   

（特記事項） 

 

 （２）印刷物等の作成配布事業 

印 刷 物     

等の名称 

種    類 

（規   格） 

印刷配布別       
部  数 主な配布先 

経      費 

印 刷 配 布 印  刷 配  布 

            部       円      円 
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（３）職員設置費等の場合 

氏   名 
給     与     費 発 令 

年月日 

設 置 

月 数 
備  考 

基本給（本俸） 諸 手 当       計 

            円            円            円    

 

（４）監査・経営改善等の指導・啓発事務費の場合 

指 導 項 目        
対 象 地 域       

（対象者）       
指 導 件 数       経 費       備 考       

                 円  

 

（５）委員会、協議会等の設置の場合 

役 職 名 
氏     名     等 

構成員の相当事業等 備    考      
所   属 職 名 氏         名 

      

 

（６）管理運営事業の場合 

区      分 金   額 内             容 

               円  

 

（７）その他事業の場合 

事 業 種 目       事 業 主 体        事 業 内 容         事 業 量        総 事 業 費       

    

     千円 

 

 

   ４ ２の（２）経費の配分 の「区分」欄は、２の（１）事業の内容 に記載した事 

    業区分に従って記載する。 

５ 事業変更計画書及び事業実績書は、変更のあった区分のみ、変更前を括弧書き 

で上段に記載する。 

   ６ 知事が別に定めるところにより、事業における経費の根拠となる資料を添付すること。 

 



 

様式第２号（その２）事業計画（変更計画・実績）書（共通様式２～建設事業関係）                                                                                                                                     

   

事業計画（変更計画・実績）書 
 １ 事業の内容及び経費の配分                                                                                                                                              団体名                        

 
 

    事 

  業 

  区 

  分 

 

 
 

 

 地区名 

 

 

 事 業 

 

 

 

 種 目 

 

 

 施行箇所また 

 

 

 

 は設置場所 

 

 
 

 

事業主体 

 

 
 

 

受益農家 

 

 
 

 

受益面積 

 

 
 

 

事 業 量 

 

 
 

 

総事業費 

 

 

     負    担    区    分 

 

 

  主要工事の内 

 

  容または施設 

 

  の構造等 

 

 

  工 期 

 

  着工（予定）年月日 

 

  竣工（予定）年月日 

 

 

 直 営 

 

 請 負 

 

 の 別 

 

 
 

 

     備       考 

 

 

 

県  費 

 

 

 

市町費 

 

 

 

自己負担 

 

 

 

その他 

 
 

  基 

  盤 

  整 

  備 

 

                

 

  近 

  代 

  化 

  施 

  設 

  整 

  備 

 

                

 

  そ 

 

  の 

 

  他 

 

                

 

  計 

 

                

 
 

 ２ 事業の完了（予定）年月日 

  注 １ 「事業種目」欄には、水路工、道路工、頭首工、ずい道工、客土工、トラクター、防除機、堆肥舎、農機具格納庫、魚礁工、投石等の工種区分、施設区分によって記載すること。 

    ２ 「主要工事の内容または施設の構造等欄には、基盤整備にあっては、主要工事内容を、近代化施設整備にあっては、施設の主要構造、主要機能又は機種等を記入すること。 

    ３ 事業（変更）計画書の場合にあっては、実施設計書を、実績書の場合にあっては、精算設計書を添付すること。この場合において、変更計画書、実施設計書、実績書及び精算設計書は、変更のあった部分について 

のみ、変更前を括弧書きにて上段に記載すること。 

    ４ ２以上の事業については同時に申請、実績報告する場合は、事業ごとに別様とすること。 

    ５ 補助金交付申請時に仕入税額控除の対象となる消費税及び地方消費税に相当する額が明らかであって、この額を減じて交付申請する場合は、備考欄にその減じた額を「消減額分○○○円（うち県費○○○円）」と 

     記入するものとする。 

      ただし、総事業費欄は、消費税及び地方消費税額を含んだ総額を記入するものとする。 

    ６ 補助金交付申請時に仕入税額控除の対象となる消費税及び地方消費税に相当する額が明らかでなく、その額を含んで交付申請する場合は、備考欄に「含税額」と記入するものとする。なお、消費税及び地方消費税 

     に相当する額が仕入税額控除の対象とならない事業主体が行う事業については、備考欄に「該当なし」と記入するものとする。 
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様式第２号（その３） 

 需要に応じた米の生産推進事業計画（変更計画・実績）書 

１ 事業の内容及び経費の配分 

  区分 事業主体 経費内容 
経費見込額 

(経費実績額) 

負担区分 

備考 

県補助金 市町費 その他 

１ 

生産調整方針の適切な運用

に関する助言・指導に要する

経費 

市町  

 円 円 円  

① 謝金      円 

② 旅費      円 

③ 需用費     円 

④ 委託費     円 

⑤ 助成費     円 

 

計     円 

２ 

(1) 農業者別の生産の目安等

の設定方針の策定に要する

経費 

(2) 米の需給調整状況の確認

に要する経費 

(3) 翌年産米の生産調整方針

作成者別生産の目安等の情

報提供に要する経費 

(4) 水稲生産実施計画書の作

成等に要する経費 

地域協議会  

     

＜⑤助成費内訳＞ 

ア 謝金      円 

イ 旅費      円 

ウ 需用費     円 

エ 委託費     円 

 

計     円 

 

３ 

(1) 農業者別の生産の目安等

の配分に要する経費 

(2) 水稲生産実施計画書の作

成等に要する経費 

農協  

    

合   計 
     

２ 事業完了（予定）年月日 

３ 添付書類  

(1) 補助金の交付に関する規定又は要綱等 

(2) 事業の一部を他の者に委託する場合は、その委託契約書（案）（又は写し） 

(3) 実績報告の際は、支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し 
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様式第２号（その４）

１　事業の目的

２　事業の内容及び経費の区分

　（１）　生産者積立金積立計画、変更、実績

黒毛和種 頭 円 円 円 円 円

乳用種

交雑種

合計

　（２）　契約肉用子牛頭数の内訳

頭 頭 頭 頭 頭

　（３）　県分生産者積立金

円 円 円 円 円

３　事業開始（予定）年月日　　　　　　　　年　　月　　日

　　事業完了（予定）年月日　　　　　　　　年　　月　　日

　　年 　月　～　　年 　月　日

県分生産者積
立準備金

③＝①＋②

肉用子牛価格安定対策事業　計画・変更・実績 書

合計
　　年 　月　～　　年 　月　日

　　年 　月　～　　年 　月　日

保証基準価格の品種区分 黒毛和種 乳用種 交雑種

（注）（１）の＊印欄の合計と（３）の④の額は一致する。

保証基
準価格の
品種区
分

契約肉用子牛
頭数①

生産者積立金
単価②

生産者積立金
積立額
③＝①×②

生産者積立金積立額の内訳

県費＊
農畜産業振興

機構
生産者

県補助金
⑤＝④－③

期首残高①

　　年 　月　～　　年 　月　日

合計

利息②

生産者積立
金額のうち県
の積立金必
要額④＊
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様式第２号（その５）

令和　年度配合飼料価格安定制度生産者負担金支援事業計画（変更計画・実績）書

１　事業の目的

２　事業の内容及び計画（又は実績）

（１）事業費

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

t t t t t 円 円 円 円 円

合計

注）年間の契約数量等が確認できる資料の写しを添付すること

（２）事務経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　事業完了（予定）

補助事業に
要する（し
た）経費

事務内容
補助事業に要する
（した）経費

円

対象数量 補助金額

　　　年　　月　　日

加入生産者名
農場所
在市町

主たる
畜種

対象数
量合計

７



様式第２号（その６） 

土地改良施設維持管理適正化事業計画（変更計画・実績）書 

１ 総括表 

土地改良 

区 等 名     

適正化事業加入施設 診 断 実 績 

整備補修の内容 

左 の 加 入 年 度 別 事 業 費                     
    年度 

拠 出 金 

  年度拠出金 

徴収年月日       
備  考 

施 設 名 数 量 
定期・要請 

の   別 

実 績 

回 数 
年度 年度 年度 年度 年度 

              

 
             

 
             

改良区計 
             

 
             

 
             

 
             

改良区計 
             

 
             

 
             

 
             

県  計 
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 ２ 地区別土地改良施設維持管理適正化事業計画の概要 

 

 土地改良 
 
 区等名 
 

 
 

 加    入 
 
 年  度 
 

 

           年度 

 

 

  実 施 年 度 

 

 

              年度 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画平面図又は概要図 

 

 
 

 

事業費 

 

            千円 

 

 

拠出金 

 

           千円 

 

  当 該 年 度 
 

  賦 課 金        

 

              千円 

 

受    益    地 

 

負    担    区    分 

 
田畑 

 

樹園地 

 

その他 

 

計 

 

国 

 

県 

 

市 町 

 

借入金 

 

自己負担 

 

      ｈａ 

 

      ｈａ 

 

     ｈａ 

 

      ｈａ 

 

      千円 

 

      千円 

 

      千円 

 

      千円 

 

      千円 

 

 

 

 

                     計      画      の      概      要 

 
種      目 

 

数  量 

 

工  事  の  内  容 

 

工 事 費 

    

           千円 
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３ 適正化事業拠出金状況調 

拠 出 者 名              

 

                                      （代表者                     ） 

 

 
  （ＮＯ.） 

 

 
 

拠  出  者  住  所 

 

                                      （ＴＥＬ                     ） 

 

 （加入年）                                          年 度 

   （造成費金額）                                      千 円 

 
 
 

（１） 適正化事業対象施設                                                                                                                                                                 （単位：千円） 
 

施  設  名 
 

 
所   在   地 

 

定期診断 
 

指導回数 

 

 
規 模 ・ 構 造 

 

 
数 量 

 

建 設 
 

年 度 

 

建 設 の 
 

事業主体 

 

 
整 備 補 修 の 内 容 

 

 
事 業 費 

 

 
拠 出 額 

 

 
特   記   事   項 

 

 
 

           

合     計 

 

                          
         

 

（２） 拠出金・交付金整理表                                                                                                                                                               （単位：千円） 
 

   年 
 
 
 
 

   度 

 

 

拠     出     金 

 

 

地 方 公 共 団 体 補 助 金 

 

 

交       付       金 

 

 
 

拠出金 
 

残額の 
 

累 計 

 

 

適 正 化 事 業 実 施 経 緯 

 

 
 

 

拠 出 金 納 入 

 

 

拠出金累計 
 

（各年度末） 

 

 
 

県 

 

 
 

市  町 

 

 
 

計 

 

 

交 付 
 

月 日 

 

 

        交  付  金  明  細 

 

 

事 業 
 

内 容 

 

 

事   業   費 

 

 

竣工検査 
 

年 月 日 

 

 

 

月  日 

 

 

 

金   額 

 

 

拠出金 

相当額 

 

 

地方公共団体 

補助金相当額 

 

 

公庫補助金 

相 当 額 

 

 

 

計 

 

 

 

総 額 

 

 

 公庫借 

 入金額 

 

 

 自 己 

 資金額 

                   

   
５か年 
小 計 

 

                 
         

   

 

 

   注 実績書のみ添付 

1
0
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様式第２号（その７） 

 

土地改良施設維持管理事業計画（変更計画・実績）書 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

（１）事業の内容 

  ア 地区名 

 

  イ 施行箇所等 

 

 

 

（２）経費の配分 

区   分 
補助事業に要する 

（要した）経費 

負 担 区 分 

県補助金 市町費 その他 

 

(1) 整備費 

  ア 点検整備費 

 イ 施設管理費 

 ウ 施設費 

 エ 調査費 

 オ 諸油脂費 

 カ 整備補修費 

 キ その他 

(2) 電力料 

(3) ダム管理主任技術者 

  設置費 

 

 

  

       円 円     円 

合  計 
    

 

３ （１）事業開始（予定）年月日 

  （２）事業完了（予定）年月日 
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別記様式第２号（その８）（県営ほ場整備事業（担い手型）実施地区及び経営体育成基盤整備事業（平成１

５年度採択分のみ）実施地区） 

 

            年度高生産性農業集積促進事業計画（変更計画・実績）書 

 

１ 事業の目的 

 

２  事業の内容（実績） 

対 象 

事業名 

地区名  

対象事業の 

前々年度ま 

での累計年

度事業費 

 

    Ａ 

 

対象事業の 

当該年度の

前々年度ま 

での累計年

度事業費 

   Ｂ 

 

対象事業の

完了年度ま

での累計年

度事業費 

 

   Ｃ 

 

利用権等 

加算交付 

割 合 

 

   ａ 

 

作付連担 

化加算割

合 

 

   ｂ 

 

土地利用 

率向上加 

算割合 

 

   ｃ 

  円 円 円    

計 
       

 

 
（Ａ＊ａ＋Ｂ＊ｂ＋Ｃ＊ｃ）

＊ｄ 

Ｄ 

 

Ｄのうち本年度交付分 

 

Ｅ 

 

前年度未交付分 

 

Ｆ 

 

補助金額 

 

Ｇ≦Ｅ＋Ｆ 

 

備 考 

円 

 

円 円 円  

     

（注）１ Ａ、Ｂ、及びＣには、対象事業に係る事業費のうち地方事務費を含まないものとする。 

   ２ ａ、ｂ、及びｃは、それぞれ農村基盤整備推進事業実施要領の付表１のａ、ｂ及びｃとする。 

   ３ Ｄには、小数点以下の端数は含まないものとする。 

   ４ Ｆは、前年度において、前年度に算定された額とその額のうち前年度の交付分との間に差があ 

    る場合はその額を記入する。 

 

３ 経費の配分 

 

地 区 名 

 

補助事業に要する 

   （した）経費 

 

備  考 

 円  

 

４ 事業完了（予定）      年  月  日 

５ 添付書類  土地改良区へ補助金を交付する場合にあっては、高生産性農業集積促進事業に係 

       る市町村の補助金交付規定又は要綱の写し 
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別記様式第２号（その９）（経営体育成基盤整備事業（平成１６年度及び平成１７年度採択）実施地区） 

 

            年度高生産性農業集積促進事業計画（変更計画・実績）書 

 

１ 事業の目的 

 

２  事業の内容（実績） 

 

 

対 象 

事業名 

 

 

地区名 

 

対象事業の当該年度の前々

年度までの累計年度事業費 

    

利用権等加算交付割合 

 

 

 

 

対象事業の当該年度の前年度までの

利用権等を設定した面積のうち、所有

権移転及び利用権設定によるものの

割合 

 

  A a c 

  円   

計 
    

 

 

対象事業の当該年度の

前年度までの利用権等

を設定した面積のう

ち、作業受託によるも

のの割合 

 

対象事業の当該年度の

前年度までの利用権等

を設定した面積のう

ち、連坦団地の面積の

割合 

 

対象事業の当該年度の

前年度までの利用権等

の設定等の割合から、

40%を除いた値 

 

(1.0×c＋0.6×d) 

＋(e＋f)/3.2 

 

 

 

 

 

 

d e f b 

    

－ － － － 

 

 

 
（Ａ×ａ） 

 

B 

 

補助金額 

 

C≦Ｂ／２ 

 

備 考 

円 

 

円  

   

（注）１ Ａには、対象事業に係る事業費のうち地方事務費を含まないものとする。 

   ２ ａ、ｂ、ｃ、ｄ、e 及びｆは、それぞれ農村基盤整備推進事業実施要領の付表１の c、d、Ａ、

Ｂ、Ｃ及びＤとする。 

３ Bには、小数点以下の端数は含まないものとする。 



14 

 

    

３ 経費の配分 

 

地 区 名 

 

補助事業に要する 

   （した）経費 

 

備  考 

 円  

 

４ 事業完了（予定）      年  月  日 

５ 添付書類  土地改良区へ補助金を交付する場合にあっては、高生産性農業集積促進事業に係 

       る市町村の補助金交付規定又は要綱の写し 
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別記様式第２号（その 10）（企業参入農地再生事業） 

 

    年度企業参入農地再生事業計画（変更計画・実績）書 

 

１ 事業の目的 

 

２  事業の内容（実績） 

地区名 

対象農

業基盤

整備事

業名 

対象農業基盤整備

事業の年度事業費 

 

A 

対象農業基盤整備

事業の受益面積 

 

Ｂ 

企業参入促進費 

 交付対象面積 

 

Ｃ 

企業参入促進費 

 交付割合 

 

Ｄ＝（Ｃ／Ｂ） 

  
円 ｈａ ｈａ 

 

   
  

 

計   
  

 

 

 

企業参入促進費 交付基準額 

Ｅ＝（Ａ×Ｄ） 

補助金額 

Ｆ＝（E×５％以内） 

 

備 考 

円 

 

円 
 

   

   

（注）１ Ａには、対象事業に係る事業費のうち地方事務費を含まないものとする。 

   ２ Ｅには、小数点以下の端数は含まないものとする。 

 

３ 経費の配分 

 

地 区 名 

 

補助事業に要する 

   （した）経費 

 

備  考 

 円  

 

４ 事業完了（予定）      年  月  日 
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様式第２号（その 11）（森林経営管理推進事業（林業リーディングモデル養成事業）） 

事業計画（変更計画・実績）書 

（森林経営管理推進事業（林業リーディングモデル養成事業）） 

１ 経営課題 

 

 

２ 目指す経営理念と目標 

項目 経営理念 目標（３年後の取扱量や指標等） 

森林経営 

(必須) 

  

企業経営 

(必須) 

  

安全、 

就労条件等 

（選択、一つ

以上必須） 

  

その他 

（自由記入） 

  

注１ 事業計画書においては、過去３年間の決算書類（貸借対照表及び損益計算書、等）を添付する

こと 

注２ 事業実績書においては、経営戦略及び行動計画等、コンサルタントの成果品を添付すること 
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３ 実施計画（結果） 

 

 

注１ 計画書には、取組の実施体制、責任者について記載すること 

注２ 実績書には、取り組みの結果及び効果について記載すること（別紙による添付でも可） 

 

４ 経費の区分 

事業区分 経費内訳 計画（実績）額 負担区分 

県補助金 自己負担 

経営戦略等策定 

 

円 円 円 

社内自己改革 

 

 

 

円 円 円 

合計 円 円 円 

 

 

５ 事業期間 

（１）事業開始（予定） 年 月 日 

  （２）事業完了（予定） 年 月 日 

 

注 計画書には、別紙様式第２号（その 11）添付資料「交付申請者概要説明書」を添付するこ

と 
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（様式第２号（その 11）添付資料） 

交付申請者概要説明書 

１ 企業基本情報 

商号または名称  

その他事業所  

創業・設立  

資本金  

株主  

主要事業  

関連企業  

保有許認可  

従業員数  

注 既存の概要書、パンフレット等による添付でも可 

 

２ 木材生産又は森林整備取扱量の実績 

区分 年度実績 単位 年度実績 単位 年度見込 単位 

       

       

       

 注 区分には、企業の主力事業にあたる生産量、森林整備量等を記載すること 

  

３ 社内の業務改革や、事業の開拓・拡大に向けた工夫を行った実績（別紙による添付でも可） 

 

 

４ 事務担当者連絡先 

   担当者名  

   電話（   ）        メール（               ）  

   住所 〒 



様式第２号（その12） （森林経営管理推進事業（森林集約化事業））

事業実績書
（森林経営管理推進事業（森林集約化事業））

１　事業の実績 (単位：円）

市町名 地番数
事業に要した経

費
地番数×補助率 県補助金 自己負担額 備考

(筆） (A） （B） (C） (A-C）

２　地番一覧

番号 市町名 大字 字 地番 面積(ha) 所有権移転日
森林経営計画

認定日
森林経営計画

認定番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計 0.00

注： 面積は小数第2位まで記入（3位を四捨五入）する。

対象地番が入りきらない時は行を追加する。

1
9
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様式第２号（その 13）（森林経営管理推進事業（林業経営改善支援事業）） 

事業計画（変更計画・実績）書 

（森林経営管理推進事業（林業経営改善支援事業）） 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業内容（実績） 

区分 内容 備考 

(1) 林業経営体 

に対する雇用管

理の改善、事業

の合理化等対策 

  

(2) 林業従事者 

に対する技能向

上と安全対策等

の研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 林業従事者 

の確保・育成等

対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 内容については、指導項目（名称等）、対象者、開催時期、件数（人数等）を記載すること。 

注２ 事業実績書においては、活動記録、成果及び写真、経費の根拠となる資料等（任意様式）を添

付すること。 
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３ 事業の内容 

 

注１ 事業計画書には、取組の実施体制、責任者について記載すること（別紙による添付でも可。）。 

注２ 実績書には、取り組みの結果及び効果について記載すること（別紙による添付でも可。）。 

 

４ 経費の区分 

区分 経費内訳 
計画（実績）額 

    （円） 

負担区分 
備考 

県補助金（円） その他（円） 

(1) 林業経営体 

に対する雇用管

理の改善、事業

の合理化等対策 

 

 

 

 

 

 

    

(2) 林業従事者 

に対する技能向

上と安全対策等

の研修 

 

 

 

 

 

 

    

(3) 林業従事者 

の確保・育成等

対策 

 

 

 

 

 

 

    

合計     

 

５ 事業期間 

 (1) 事業開始（予定） 年 月 日 

 (2) 事業完了（予定） 年 月 日 
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様式第３号 収支予算（精算）書（第３条関係） 

 

 

収支予算（精算）書 

 

 

１ 収入の部 

区      分 

 本  年  度 

 予  算  額 

 （決算） 

  前  年  度 

（本） 

  予  算  額 

比      較 

備      考 
増 減 

 県費補助金       
               円                円      円      円  

      

 合   計 
     

 

 

２ 支出の部 

区   分 

 本 年 度 

 予 算 額 

 （決算） 

 前  年  度 

（本） 

 予  算  額 

比      較 

備      考 
増 減 

         円         円    円    円 

（算出基礎を 

 記入のこと） 

     

 合   計 
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様式第４号 事業実施（精算）設計書（第３条関係） 

                

      （表 紙） 
 

                                          年度  

                                                  事業実施（精算）設計書   

                    事業主体                         

                    地 区 名                          

                    事 業 名                           

 
 

 

１ 事業の概要 

項        目 

 

内           容 

 

備   考 

 
事  業  目  的 

 

  

受  益  面  積 

 

  田  ｈａ 畑  ｈａ その他  ｈａ、 計  ｈａ 

 

 

主  要  工  事 

 

  

   

   

総  事  業  費 

 

                                               千円 

 

 

 

２ 事業実施計画(実績)                               （単位：円） 

工  種 事 業 量 事 業 費 単  価 備    考 

工事費 

(   工) 

(      工) 

測量試験費 

事務雑費 

 

合計 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設計図 

計画概要図、平面図、標準断面図、構造図、内訳明細書など工事内容がわかる図面等（縮尺は任意とする。） 
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様式第５号（第４条関係） 

 

    年度         事業 

変更承認申請書 

 

 

                             第       号             

    年  月  日  

 

 

 広 島 県 知 事 様 

 

 

                      市町長       氏     名 

                      又は団体の所在地 

                      団体の名称 

                      代表者       氏     名 

 

 

     年  月  日付け指令   第    号で交付決定通知のあった       

事業補助金について、次のとおり変更したいので承認してください。 

 

（単位：円） 

事業名 申  請  額 備  考 

事業 

今回   

前回  

増減  

注 １ 補助金額に変更がある場合のみ、記載する。 

 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更の内容（別紙） 

 

 

 

注 ２ 不用の文字は消すこと。 

   ３ これに添付する事業計画書及び収支予算書は、当該変更に係る部分について、

その上段に括弧書きで当初計画を記載すること。 
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様式第６号 取得財産調書（第４条関係） 

 

 

取 得 財 産 調 書 

 

補助金名  事業実施年度     年度 地区名  

名       称 
形 状 

寸 法 
数 量 単 価 価   格 

検収 (又は収

得) 年 月 日 
摘     要 
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様式第７号 実績報告書（第７条関係） 

 

 

 

            年度     事業 

        実績報告書 

 

                            第       号            

                                年  月  日 

 

   広 島 県 知 事 様 

 

                        市町長      氏     名 

                        又は団体の所在地 

                        団体の名称 

                        代表者      氏     名 

 

      年  月  日付け、第    号による交付決定通知があった 

事業については、別紙事業実績書、収支精算書のとおり実施したので、広島県農林水産業関係単

独事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、その実績を報告します。 

 

内 訳 

   事 業 名                 交 付 決 定 額          実 績 報 告 額         

                  事 業          円          円 

   

 
  

注１ 市町が補助金交付申請者である場合にあっては、「収支精算書」を削ること。 

 ２ 複数の事業をまとめて実績報告する場合、    年度広島県農林水産業関係単独事業 

  実績報告書とし、補助金の内訳を記載すること。 
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様式第８号 概算払精算書（第７条関係） 

 

 

補助金概算払精算書 

 

 

  事 業 名            概算受領済額  精  算  額  差 引 額       

           事 業        円        円        円 

    

計    

 

 注 様式第３号 収支精算書に加えて記載してもよい。 
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様式第９号（第７条関係） 

 

           年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

                                第         号 

                                    年  月  日 

 

広 島 県 知 事 様 

 

                          市 町 長   氏      名 

                          又は団体の所在地 

                          団体の名称 

                          代表者    氏      名 

 

     年 月 日付け 第     号で交付決定があった      事業について、広島県農林水産

業関係単独事業補助金交付要綱第７条第４項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

 １ 補助金額の確定額                       金       円 

   （   年 月 日付け 第    号による額の確定通知額） 

 ２ 実績報告時に消滅した仕入れに係る消費税等相当額        金       円 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

                                  金       円 

 ４ 補助金返還相当額（３－２）                  金       円 

 

 注 別表「仕入れに係る消費税等相当額事業主体別内訳」、その他参考となる資料を添付すること。 

 

 

別  表 

仕入れに係る消費税等相当額事業主体別内訳 

（事業名        ） 

地 区 名 

（事業主体） 

事業実施 

年  度 

補助対象 

事業費 

   ① 

左に対する 

県補助金 

    ② 

補助率 

③＝ 

②÷① 

①のうち消費 

税及び地方消 

費税に相当す 

る額  ④ 

左に対する

県補助金 

  ④×③ 

④のうち控 

除対象仕入 

税額 ⑤ 

左に対する

県補助金 

  ⑤×③ 
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様式第１０号 補助金概算払請求書（第８条関係） 

 

 

          年度       事業 

      概算補助金請求書 

 

￥ 

内 訳 

 事  業  名 
補助指令 

年 月 日     

補助指 

令番号 

補 助 

指令額 

受 領 

済 額 

今 回 

請求額 
残   額 備 考 

            事業 
         円        円        円        円  

        

        

        

        

 

上記のとおり概算補助金を、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱第８条の規定

により請求します。 

 

                             年  月  日 

 

   広 島 県 知 事 様 

 

                     市 町 長      氏    名 

                     又は団体の所在地 

                     団体の名称 

                     代表者       氏    名 
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様式第１１号  事業実績書（第１１条関係）（その１） 

 

    農業振興資金 

    漁業振興資金         利子補給補助事業実績書 

     

 

１ 総括表 

資金の 

種 類 

融 資 

機関名 

期 首 融 資 残 高 

（ 延滞額を除く ） 

期 末 融 資 残 高 

（ 延滞額を除く ） 

融資平均 

残  高 

市 町 等 

利子補給額 

利子補給      

費補助金      

申 請 額      

計 

                 円                 円          円          円          円 

合 計 
      

 

２ 利子補給金計算書   別紙のとおり 

注 農業振興資金においては、様式中の字句について次のとおり取り扱うものとする。 

１ 「利子補給」には、融資機関への利子補給のほか、借入者への利子助成も含めるものとする。 

２ 実績は利子補給と利子助成に区分して記述し、借入者の利子助成に係る実績については、「融資機関名」欄は
『借入者名（融資機関名）』を記述するものとする。 
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様式第１１号 事業実績書（第１１条関係）（その２） 

 

土地改良負担金総合償還対策事業事業実績書 

１ 総括表 

認定地区番号 地区名 土地改良区等名 年 

各年度毎の 

 

当初借入額 

 

期首貸付金残高 

 

 

      Ａ 

 

期末貸付金残高 

 

 

      Ｂ 

 

利子補給金 

 

 

    Ｆ 

 

県への利子

補給金補助

金申請額 

    Ｇ 

 

資金協会の

利子補給額 

 

Ｈ＝Ｆ－Ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計 

         

 

２ 利子補給金計算書     別紙のとおり 

  注 「利子補給金計算書」は、財団法人全国土地改良資金協会が別に定める「利子補給金計算書（個票）」を別紙として添付する。 

 



２ 利子補給金計算書 
 

  

 計 算 期 間 

 

 

       年  月  日 から   年  月  日まで 

  

  融 資 

 

  機関名 

 

 

  資  金 

  の種類 

  区  分 

 

 

  移  動 

 

  年月日 

 

 

  期首融資 

 

  残  高 

     Ａ 

 

 

  期 中 

 

  貸付額 

    Ｂ 

 

 

  期中約定 

  及び繰上 

  償還額 

     Ｃ 

 

 

  期 中 

  発 生 

  延滞額 

   Ｄ 

 

 

  利子補給 

  対象残高 

     Ｅ 

  (A+B-C-D) 

 

 

  貸 付 

 

  期 間 

 

 

 

 日  数 

 

   Ｆ 

 

 

  積    数 

 

     Ｇ 

  (Ｅ×Ｆ) 

 

 

  融資平均 

  残  高 

     Ｈ 

  (Ｇ／365) 

 

 

  市 町 等 

  利子補給額Ｉ 

 

 

  県 利 子 

  補給補助額Ｊ 

 
市町利子 

補給率 

ａ 

 

 Ｈ×ａ 

 

県利子 

補給率 

   ｂ 

 

 Ｈ×ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

  小 計 

 

 
        円 

 

      円 

 

         円 

 

       円 

 

         円 

 

 ／ ～ ／ 

 

  
       円 

 

    ％ 

 

      円 

 

    ％ 

 

      円 

 

合 計 
               

 

 

     注  １  資金の種類欄は、付表１に掲げる資金の内容によって記入すること。 

        ２ 移動年月日欄以下Ｇ欄間では、移動年月日ごとに記入し、利子補給率ごとに小計をする。 

         ３  期首融資残高には、延滞額は含まない。 

         ４  融資平均残高、市町等利子補給額、県利子補給額は、注２の小計で算出し、円単位未満は切り捨てとする。 

 

3
2
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様式第１２号（第４条関係） 

 

 

 

契約に係る指名停止等に関する申立書 

 

 

                                年  月  日 

 

（補助事業者又は間接補助事業者）様 

 

                        団体の所在地 

                        団体の名称 

                        代表者               

 

 当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加にあたって、当該契約の履行地域について、現在、農

林水産省の機関又は地方公共団体から○○契約に係る指名停止等の措置を受けていないことを申

し立てます。 

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切

申し立てません。 

 

 

（注１）○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。 

（注２）農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術会議事務

局筑波事務所をいう。 

（注３）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他

者が農林水産省の機関又は地方公共団体から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正

取引員会からの命令をいう。なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮し

た妥当な期間を経過した場合は、この限りではない。 


